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第
45
回

方
ۙ

化
基
金
༥
ࢿ

東
ト
協
、貨
物
輸
送
ධ
価
制
度
説
明
会

７
年
度
第
１
回
本
部
集
団
健

を
実
施

ܯ
ࢹ
ி
、貨
物
車
ઐ
用
ற
車

を
増
設

東
ト
協
連
、第
42
回
運
賃
動
向
調
査

３４５６７

෦ࢧߥ

ࢧ෦

中

国
交
大

臣
は
、
全
ト
協

の
ࡔ
本
ࠀ
ݾ
会

長
に
要
請
จ
ॻ

を
手
交
し
た
。

ࡔ
本
会
長
は
、

「
大
手
・
中
小

事
業
者
を
問
わ

ͣ
業
界
全
体
と

し
て
、
ド
ラ
イ

バ
ー

の
賃
上

げ
や
価
֨
交
渉

な
ど
に
ੵ
極
的

に
取
り
組
み
、

ັ
力
あ
る
ト
ラ

ッ
ク
運
送
業
界

に
し
て
い
き
た
い
」
と
ड़
べ

た
。要

請
で
は
、
価
֨
転
Շ
や

賃
上
げ
に
つ
い
て
は
、
荷
主

ଆ
で
の
取
り
組
み
の
み
な
ら

ͣ
、
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
内

に
お
い
て
も
取
り
組
め
る

༨

が
あ
る
と
し
、
①
元
請

ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
を
中
৺

に
、
下
請
法
改
正
に
関
す
る

े
分
な
प

と
、
施
行
前
か

ら
の
ૣ
期
の
自
主
的
な
対
応


の
着
手
、
②
元
請
を
は
じ

め
と
す
る
、
他
の
事
業
者
に

運
送
委
託
を
行
う
全
て
の
ト

ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
に
お
い

て
は
、
多
ॏ
取
引
構

を
当

વ
と
す
る

習
׳
の
見
直
し

と
、
実
運
送
に
係
る
コ
ス
ト

を
צ
案
し
た
価
֨
ܾ
定
、
③

全
て
の
ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
に

お
い
て
は
、「
労
務
費
の
適
切

な
転
Շ
の
た
め
の
価
֨
交
渉

に
関
す
る
指
針
」
の
झ
ࢫ
を

౿
ま
え
、
少
な
く
と
も
運
賃

収
入
の
上
昇
分
は
、
ト
ラ
ッ

ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の
給
与
の
引

き
上
げ
に
、
確
実
に
反
ө
͞

せ
る
こ
と
Ổ
Ổ
の
３
点
に
つ

東
京
都
ト
ラ

ッ
ク
協
会
は
こ

の
ほ
ど
、
全
会

員
事
業
者
に

ళ
಄
ܝ
示
用

の「
標
準
貨
物

自
動
車
運
送
約


」
を
配

し

た（
ຊ
߸
ʹ
ಉ

෧
）。
標
準
運

送
約

は
３
月

19
日
告
示
、
４

東
ト
協
本

部
・
֤
支
部
は

य़
の
全
国
交
通

҆
全
運
動（
４

月
６
～
15
日
）

の
期
間
中
、
４

月
10
日
の
֗
಄

指
導
׆
動「
౷
一
実
施
日
」

を
中
৺
と
し
て
、
֤

Ҭ
で

交
通
ル
ー
ル
の
९
क
や
事
ނ


止
を
ݺ
び
か
け
る
֗
಄
׆

動
を
展
開
し
た
。

౷
一
実
施
日
に
は
、
22
支

部
が
า
調
を
合
わ
せ
て
֗
಄

ઓ
な
ど
を
実
施
。
運
動
期
間

中
に
は
、
全
支
部
で
交
通
҆

全
׆
動
を
展
開
し
て
い
る
。


支
部（

ᖒ
૱
支
部
長
）

で
は
、
Ԧ
ࢠ
ܯ

ॺ
と
Ԧ
ࢠ

交
通
҆
全
協
会
と
の
合
同

で
、̟
̧
Ԧ
ࢠ
Ӻ

口
Ӻ
前

प
ล
の
交
ࠩ
点
や
ԣ
அ
า
ಓ

に
て
、
通
行
者
や
自
転
車
利

用
者
な
ど
に
交
通
҆
全
を
ݺ

び
か
け
る
֗
಄
׆
動
を
実
施

し
た
。

「
や
͞
し
͞
が


る
こ

の
֗

こ
の
ಓ
࿏
」
と
記
͞

れ
た
の
΅
り
ض
を
എ
ܠ
に
、


ᖒ
支
部
長
を
は
じ
め
、
支

部
の
ϝ
ン
バ
ー
が
ଗ
い
の
ϕ

ス
ト
を
着
け
、
通
行
者
や
自

転
車
利
用
者
な
ど
に
交
通
҆

全
標
ޠ
を
記
し
た
ϊ
ϕ
ル
テ

ィ
を
配

す
る
と
と
も
に
、

ԣ
அ
า
ಓ
で
の
҆
全
༠
導
な

ど
を
行
っ
た
。

東
ト
協
は
５
月
19
日
、
東

京
運
輸
支
局
・
全
日
本
ト
ラ

ッ
ク
協
会
と
の
共
催
に
よ
る

令
和
７
年
度「
物
流
改
正
法

等
に
関
す
る
説
明
会
」（
Ｗ
ｅ

ｂ
ซ
用
）を
開
催
す
る
。

４
月
１
日
か
ら
の
物
流
改

正
法
施
行
に
当
た
り
、
同
法

に
よ
る
荷
主
・
ト
ラ
ッ
ク
運

送
事
業
者
な
ど
に
対
す
る
規

制
的
措
置（
ॻ
໘
交
付
の
義

務
化
、
実
運
送
体
制

ཧ


の
࡞
成
な
ど
）に
つ
い
て
、

事
業
者
に
お
い
て
改
正
内
༰

の
ԁ

な
対
応
が
行
え
る
よ

う
、
新
物
流
効
率
化
法
・
改

正
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法

ߥ

支
部（
金
原
༟
一
支

部
長
）で
は
ߥ

ܯ

ॺ
と

協
力
し
、
ඌ
ٱ
ڮ
通
り（
都

ಓ
58
߸
ઢ
）の
日

ཬ
Ӻ
前

交
ࠩ
点
付
ۙ
で
、
ト
ラ
ッ
ク

ス
ト
ッ
ϓ
࡞
ઓ
を
展
開
。
ܯ

ࢹ
ி
の
α
イ
ン
Χ
ー
が
出
動

し
、
ి
ޫ
ܝ
示
൘
で

行
す

る
車
྆
や
、
通
行
人
に
交
通

҆
全
運
動
を
Ｐ
̧
し
た
。

ܯ


の
༠
導
で
ఀ
車
し

た
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー

に
、
金
原
支
部
長
を
は
じ
め

支
部
の
ϝ
ン
バ
ー
が
ϊ
ϕ
ル

テ
ィ
を
手

し
、
ॏ
大
事
ނ

と
な
り
か
Ͷ
な
い
ト
ラ
ッ
ク

事
ނ
を

止
す
る
た
め
、
ス

ϐ
ー
ド
の
出
し
過
͗
に
よ
る


ಥ
事
ނ
ͩ
け
で
な
く
、
ԣ

அ
า
ಓ
で
の
า
行
者
や
自
転

車
と
の
ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
の

実
施
な
ど
、

ҙ
を
ݺ
び
か

け
た
。

の
झ
ࢫ
や
事
業
者
が
取
り
組

Ή
べ
き
措
置
な
ど
を
ղ
説
す

る
も
の
。

物
流
改
正
法
の
施
行
に
先

立
ͪ
、
関
東
運
輸
局
や
関
東

ト
ラ
ッ
ク
協
会
な
ど
の
主
催

に
よ
る
説
明
会
が
開
催
͞

れ
、
多
く
の
ト
ラ
ッ
ク
運
送

事
業
者
や
荷
主
ا
業
担
当
者

が
参
加
し
て
い
た
。
説
明
会

で
は
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者


の
規
制
的
措
置
に
つ
い
て

ղ
説
し
て
き
た
が
、
運
送
ܖ

約
ॻ
໘
交
付
の
義
務
化
、
実

運
送
体
制


ཧ

の

࡞
成
、
下

送
約

の
ܝ
示
義
務
違
反
と

な
る
。
͞
ら
に
、
令
和
６
年

の
改
正
に

い
、
ৗ
時
使
用

す
る
ै
業
員
の
数
が
20
人
を

超
え
る
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業

者
に
つ
い
て
は
、
標
準
運
送

約

の
ళ
಄
で
の
ܝ
示
に
加

え
、
自
社
の

ỻ
ϒ
α
イ
ト

に
も
ܝ
ࡌ
す
る
こ
と
が
原
則

義
務
化
͞
れ
た
。

流
通
業
務
の
総
合
化
ٴ
び

効
率
化
の
ଅ
進
に
関
す
る
法

律
ٴ
び
貨
物
自
動
車
運
送
事

業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律（
改
正
法
）で
は
、貨
物
自

動
車
運
送
事
業
に
お
け
る
多

ॏ
下
請
構

の
是
正
を
図
る

た
め
、
貨
物
自
動
車
運
送
事

業
法
に
お
い
て
、
①
運
送
ܖ

約
締
結
時
等
の
ॻ
໘
交
付
義

務
、
②
委
託
先
の
健
全
な
事

業
経
営
の
確
保
に
ࢿ
す
る
取

組（
健
全
化
措
置
）を
行
う

努
力
義
務
、
当
該
取
組
に
関

す
る
運
送
利
用

ཧ
規
ఔ
の

࡞
成
・
運
送
利
用

ཧ
者
の

બ

義
務
、
③
実
運
送
事
業

者
の
໊
称
等
を
記
ࡌ
し
た
実

運
送
体
制

ཧ

の
࡞
成
・

保
ଘ
義
務
等
に
つ
い
て
規
定

͞
れ
、
４
月
１
日
に
施
行
͞

れ
て
い
る
。

ま
た
、
貨
物
自
動
車
運
送

事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
ল
令（
改
正
ল

令
）に
お
い
て
貨
物
自
動
車

運
送
事
業
法
施
行
規
則
を
改

正
し
、
改
正
法
に
基
づ
く
ল

令
事
項
に
つ
い
て
規
定
͞

れ
、同
日
施
行
͞
れ
て
い
る
。

׆
動
を
展
開
。
֤

Ҭ
の
ॴ


ܯ

ॺ
や
交
通
҆
全
協
会

と
連
ܞ
し
、
主
要
Ӻ
प
ล
や

交
ࠩ
点
で
の
交
通
༠
導
、
ܒ

発
ν
ラ
シ
・
ϊ
ϕ
ル
テ
ィ
の

配

、
交
通
҆
全
ڭ
室
の
開

催
、
ト
ラ
ッ
ク
ス
ト
ッ
ϓ
࡞

請
取
引
の
適
正
化
な
ど
、
事

業
者
の
対
応
す
べ
き
こ
と
が

多
ذ
に
わ
た
り
、
ෆ
҆
ࢹ
す

る

が
上
が
っ
て
い
た
。
こ

う
し
た
事
業
者
を
α
ϙ
ー
ト

す
る
た
め
、
改
め
て
説
明
会

を
開
催
す
る
。

受
講
対
象
は
、
ト
ラ
ッ
ク

運
送
事
業
者
、
ݿ
事
業
者
、

荷
主
な
ど
。
場
ॴ
は
東
ト
総

合
会
ؗ
７
階
大
会
議
室
。
時

間
は
午
後
１
時
30
分
か
ら
３

時
30
分
ま
で
。
参
加
費
は
無

料
。東

京
運
輸
支
局
担
当


が
講
ࢣ
と
な
り
、
①
新
物
効

法
に
つ
い
て
、
②
改
正
貨
物

自
動
車
運
送
事
業
法
に
つ
い

て
、
③
ト
ラ
ッ
ク
・
物
流
̜

ϝ
ン
の
取
り
組
み
Ổ
Ổ
を
テ

ー
Ϛ
に
説
明
す
る
。

定
員
は
会
場
参
加
１
０
０

人（
１
社
２
人
ま
で
）、Φ
ン

ラ
イ
ン（
̯
̾
̾
̼
）
参
加

４
０
０
人（
先
着
順
、
そ
れ

ぞ
れ
定
員
に
な
り
次
第
、
受

付
ऴ
ྃ
）。

東
ト
協
会
員
の
申
し
込
み

は
、
東
ト
協
ϗ
ー
ム
ϖ
ー
ジ

「
η
ϛ
φ
ー

報
」
に
ܝ
ࡌ

の
開
催
案
内
記
事
の「
申
込

フ
ォ
ー
ム
」
に
必
要
事
項
を

入
力
す
る
。

▽
問
い
合
わ
せ
先
＝
東
ト

協
業
務
部
交
通・
ڥ
（̜
☎

03
・
３
３
５
９
・
６
２
５
７
）

こ
れ
ら
の
改
正
法
お
よ
び

改
正
ল
令
の
施
行
に

い
、

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
に

基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
ެ

示
し
て
い
る
標
準
運
送
約


に
つ
い
て
、
標
準
貨
物
自
動

車
運
送
約

等
の
一
部
を
改

正
す
る
告
示
に
よ
り
改
正
͞

れ
た
も
の
。

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
ϗ

ー
ム
ϖ
ー
ジ
で
は
、
標
準
貨

物
自
動
車
運
送
約

お
よ
び

標
準
引
ӽ
運
送
約

の
ళ
಄

ܝ
示
用
・

ỻ
ϒ
α
イ
ト
ܝ

ࡌ
用
の
Ｐ
̙
̛
σ
ー
タ
を
ܝ

ࡌ
し
て
い
る
。

い
て
特
に
取
り
組
Ή
よ
う
ٻ

め
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
下
請
法
違
反

が
な
い
か
業
界
全
体
で
の
自

主
点
検
と
、
違
反
が
あ
る
場

合
の
ਝ

な
ෆ
利
ӹ
の
ิ
償
、

「
自
発
的
申
出
」の
׆
用
▽

最
ऴ


や
α
ー
ビ
ス
を
ফ

費
者
に
ఏ
ڙ
す
る
ا
業
や
業

界
に
よ
る
価
֨
ܾ
定
の
配
ྀ

お
よ
び
価
֨
転
Շ
に
係
る


報
発
信
▽
自
主
行
動
計
ը
の

策
定
や
९
क
、

習
׳
の
見

直
し
・
ύ
ー
ト
φ
ー
シ
ッ
ϓ

構
ங
એ
ݴ
を
行
う
ࢫ
を

り

込
Ή
な
ど
の
改
善
に
向
け
た

取
り
組
み
を
ٻ
め
て
い
る
。

全
ト
協
は
４
月
16
日
、
国

交
大
臣
か
ら
の
要
請
内
༰
に

関
す
る
ղ
説
ࢿ
料
を
࡞
成

し
、
۩
体
的
な
取
り
組
み
事

項
を
と
り
ま
と
め
た
。
ղ
説

ࢿ
料
は
全
ト
協
ϗ
ー
ム
ϖ
ー

ジ
を
参
র
。

月
１
日
に
施
行
͞
れ
た
も

の
。標
準

配
ศ
運
送
約

、

標
準
引
ӽ
運
送
約

、
標
準

貨
物
ܰ
自
動
車
運
送
約

、

標
準
ྶ
き
ỵ
う
運
送
約

、

標
準
貨
物
自
動
車
特
定
信
ॻ

ศ
運
送
約

に
つ
い
て
も
改

正
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

使
用
す
る
約

を
主
た
る

事
務
ॴ
そ
の
他
営
業
ॴ

ܝ

示
し
て
い
な
い
場
合
は
、
貨

物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
運

Լ

法
ର
Ԡ
ɾ

習
׳
ݟ

͠

υ
ϥ
Π
ό
ồ
څ
༩
Ҿ
͖
্
͛
を

Ձ
֨
స
Շ
ɾ

্
͛
ͷ
取
Γ

Έ
Λ

தަࠃେਉ͕τϥοΫ運ૹۀքʹཁ
த

༸
ণ
ࠃ

ަ
௨
大
ਉ
は
̐
݄
̔

、全


ຊ
ト
ラ
ッ
ク
協
会
に
ର
し
、ト
ラ
ッ
ク
ӡ
ૹ
業
ք
に

͓
け
る
Ձ
֨
స
Շ
と
ド
ラ
イ
バ
ー
へ
の
֬
実
な

্

げ
の
実
施
、Լ

๏（
Լ


ۚ
ࢧ


Ԇ


ࢭ

๏
）վ
ਖ਼
Λ
ݟ
ਾ
͑
ͨ
ૣ
ظ
の
ࣗ
ओ
త
な
ର
Ԡ
な

Ͳ
Λ
要

し
ͨ
。

͜
Ε
Λ
ड
け
て
全
ト
協
は
ཌ
̕

、都
ಓ

ݝ

ト
ラ
ッ
ク
協
会
Λ
௨
͡
て
会
һ
ࣄ
業
ऀ
に
ର
し
て
、

Ձ
֨
స
Շ
や

্
げ
に
つ
い
て
、̔
ओ
ଆ
で
の
取
り

組
み
だ
け
で
な
く
、ト
ラ
ッ
ク
ӡ
ૹ
業
ք

で
Լ


๏
վ
ਖ਼
の
े

な
प

と
ࣗ
ओ
త
な
ର
Ԡ
、
श

׳
の
ݟ

し
、ӡ

ऩ
ೖ
্
ঢ

Λ
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ

イ
バ
ー
の
څ
༩
Ҿ
き
্
げ
に

ө
さ
ͤ
る
な
Ͳ
、ੵ

ۃ
త
に
取
り
組
Ή
Α
͏
ٻ
Ί
ͨ
。

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動


ྲྀ
վ
ਖ਼
๏
આ
໌
ձ
Λ
։
࠵

書
面
交
付
義
務
化
や
実
運
送

体
制
管
理
簿
作
成
を
解
説

֗ ಄ ׆ ಈ
౷Ұ࣮ࢪ

౦
τ
ڠ
ɾ
౦
運
ࢧ
局
ɾ
શ
τ
ڠ

౦
τ
ڠ

東ト協

― 改ਖ਼ඪ準ӡૹߦࢪ ―
શձһʹళɹ಄

を༺ࣔܝ
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３
月
22
日
、
ࡾ
ॏ
ݝ
で
発

ੜ
し
た
西

バ
ス
の
事
ނ
を

ご
ଘ
じ
で
し
Ỷ
う
か
。
50


の
運
転
者
が
運
行
中
に
৺
ଁ

の
ප
ؾ
を
発

し
、
ಥ
વ
ҙ

ࣝ
を
ࣦ
っ
た
こ
と
で
ϒ
Ϩ
ー

Ω
ૢ
࡞
が
行
わ
れ
ͣ
、
バ
ス

は
そ
の
ま
ま
前
方
の

෩
ྛ

に
進
入
し
ま
し
た
。
バ
ス
の

運
転
者
は
ࢮ

、

٬
に
も

ෛ
ই
者
が
出
た
と
い
う
、
ඇ

ৗ
に
௧
ま
し
い
事
ނ
で
す
。

運
転
者
は
ຖ
年
健
߁

அ

を
受

し
て
お
り
、
持
ප
は

な
か
っ
た
と
報
ಓ
͞
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
点
ݺ
に
よ
る

体
調
確
認
や
、
ٳ
ܜ
時
間
・

ٳ
日
の
確
保
な
ど
の
対
応
は

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
日
ࠒ

か
ら
健
߁

ཧ
体
制
が
整
っ

て
い
た
大
手
ا
業
で
も
、
こ

ډ

り
ͷ
ݪ
Ҽ
が
̨
̖
̨
ͷ

߹



ߎ
࠹
や
৺
ے
ߎ
࠹
な

ど
、
ϝ
タ
Ϙ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド

ロ
ー
ム
に
ى
因
し
た
健
߁

ى
因
事
ނ

止
の
取
り
組

み
や
健

の
事
後
措
置
に

つ
い
て
は
、
̏
݄
ø÷
ɾ
ùü


߸
で
ड़
べ
ま
し
た
。
ࠓ
回
は

健

で
は
見
つ
け
に
く
い

ਭ

時
無
ݺ
ٵ

ީ
）܈
̨

Ａ
̨
⽅4MFFQ�"

QOFB�
4ZOESPN

F

）に
つ
い
て

お

し
し
ま
す
。

̨
Ａ
̨
と
は
ਭ

中
に
ݺ

ٵ
が
止
ま
る
、
ઙ
く
な
る
状

ଶ
が
܁
り
ฦ
͞
れ
る
こ
と

で
、
ਭ

の
質
が
低
下
し
、

日
中
の
強
い

ؾ
や
集
中
力

の
低
下
な
ど
、
様
ʑ
な

状

が
引
き
ى
こ
͞
れ
る
ප
ؾ
で

す
。
主
な
原
因
は
ؾ、
ಓ（


の
Ԟ
）が
;
͞
が
る
こ
と
で
、

ۭ
ؾ
の
通
り
ಓ
が
ด
࠹
し
て

し
ま
う
た
め
で
す
。
特
に
、

20
ࡀ
の
時
と
比
べ
て
体
ॏ
が

増
加
し
て
い
る
人
、
ֺ
が
小

͞
い
人
は
他
の
人
と
比
べ
て

る
」
こ
と
が
で
き
る
৬
場


ڥ
を
整
え
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
ै
業
員
の
健
߁

ཧ
と

し
て
、
法
令
に
よ
り
定
め
ら

れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
項
目

に
、
確
実
に
取
り
組
Ή
こ
と

が
Կ
よ
り
も
؊
要
で
す
。

で
は
、
こ
れ
ら
を
確
実
に

·
ͣ

ε
Ϋ
Ϧ
ồ
χ
ϯ
ά
検
ࠪ
ͷ
࣮
ࢪ
を

̨
Ａ
̨
の
主
な

状
に

は
、大
き
な
い
び
き
を
か
く
、

ਭ

中
に
ݺ
ٵ
が
止
ま
っ
て

い
る
と
Ո

な
ど
に
指
ఠ
͞

れ
る
、
ଉ
ۤ
し
͞
で
目
が
֮

め
る
、
ே
ى
き
た
時
に
಄
が

ॏ
い
・
௧
い
、
日
中
に
強
い


ؾ
を
ײ
じ
る
と
い
っ
た
も

の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の


状
は
、
ਭ

の
質
が
低
下

す
る
こ
と
で
引
き
ى
こ
͞

れ
、
運
転
中
の
集
中
力
の
低

下
や

அ
ϛ
ス
の
原
因
に
も

な
り
ま
す
。
一
方
、
日
中
に


ؾ
を
ײ
じ
な
い
̨
Ａ
̨
も

多
い
た
め
、
自
֮

状
が
な

い
ै
業
員
も
ؚ
め
て
ス
ク
リ

ー
χ
ン
グ
検
査
を
行
い
、
ૣ

期
発
見
に
ܨ
げ
る
こ
と
が
と

て
も
ॏ
要
で
す
。

̨
Ａ
̨
ス
ク
リ
ー
χ
ン
グ

検
査
は
ඇ
ৗ
に
シ
ン
ϓ
ル
で

す
。
ス
ク
リ
ー
χ
ン
グ
検
査

と
は
、
؆
қ
的
に
検
査
を
行

い
、
ਫ਼
ີ
検
査
が
必
要
な
人

を
र
い
上
げ
る
た
め
の
検
査

で
す
。検
査
を
申
し
込
Ή
と
、

検
査
機
関
か
ら
小
ܕ
の
機
ث

が
送
ら
れ
て
き
て
、
そ
れ
を


着
し
て
৸
る
こ
と
で
、
そ

の
機
ث
に
ਭ

中
の
ݺ
ٵ
状

ଶ
や
݂
中
ࢎ
ૉ
ೱ
度
、
い
び

き
な
ど
が
記

͞
れ
ま
す
。

一
൩
ଌ
定
し
た
後
、
そ
の
機

行
え

事
ނ
は
θ
ロ
に
な
る

の
か
。
答
え
は
൱
か
も
し
れ

ま
せ
Μ
。
そ
れ
で
も
、
健
߁


ཧ
を
行
わ
な
け
れ

、
͞

ら
に
大
き
な
事
ނ
が
ى
こ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
事
ނ

が
ى
こ
ら
な
い
日
ৗ
を
क
る

た
め
、
一
つ
ͻ
と
つ
を
ੵ
み

ॏ
Ͷ
る
こ
と
こ
そ
が
健
߁
ى

因
事
ނ
を
ະ
વ
に

͗
、
多

く
の
໋
を
ٹ
う
と
い
う
こ
と

を

れ
て
は
い
け
ま
せ
Μ
。

ث
を
検
査
機
関
に
ฦ
٫
す
る

と
、
後
日
検
査
結
果
が
送
ら

れ
て
き
ま
す
。
ਫ਼
ີ
検
査
が

必
要
と

定
͞
れ
た
場
合

は
、
こ
の
後
に
説
明
す
る
ਫ਼

ີ
検
査
が
必
要
で
す
。

ス
ク
リ
ー
χ
ン
グ
検
査
の

機
ث
は
い
Ζ
い
Ζ
な
タ
イ
ϓ

が
あ
り
、
݂
ӷ
中
の
ࢎ
ૉ
ೱ

度
を
ଌ
定
す
る
ύ
ル
ス
Φ
Ω

シ
ϝ
ー
タ
ー（
新
ܕ
コ
ロ
φ

ײ
છ

の
流
行
時
期
に
よ
く

使
わ
れ
た
指
先
に

着
す
る

タ
イ
ϓ
）と
、
ݺ
ٵ
の
流
れ

を
ײ

す
る
た
め
の
ν
ỿ
ー

ϒ（
ඓ
に
着
け
る
ݺ、（
ٵ
運

動
を
記

す
る
た
め
の
ϕ
ル

ト（
ڳ
か
ࠊ
に
つ
け
る
）な

ど
で
す
。
こ
れ
ら
の
機
ث
は

コ
ン
ύ
ク
ト
で
、
使
用
者
が

自

で
؆
୯
に

着
・
ૢ
࡞

で
き
る
よ
う
設
計
͞
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
̨
Ａ

̨
ス
ク
リ
ー
χ
ン
グ
検
査
は

ҩ
ྍ
機
関
を
受

し
な
く
て

も
、
自

で
、
一
൩
で
検
査

が
可
能
で
す
。
検
査
費
用
は

健

機
関
で
は
５
０
０
０
ԁ

～
１
ສ
ԁ
ఔ
度
の
こ
と
が
多

く
、東
京
都
ト
ラ
ッ
ク
協
会・

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
ॿ

成
金
も
利
用
で
き
ま
す
。

国
土
交
通
ল
の
ス
ク
リ
ー

χ
ン
グ
検
査
等
に
関
す
る
実

の
よ
う
な
ॏ
大
事
ނ
が
発
ੜ

し
た
と
い
う
事
実
は
、
ࢲ
た

ͪ
に「
ै
業
員
の
健
߁

ཧ

の
あ
り
方
」
を
改
め
て
問
い

か
け
る
事
ྫ
と
な
り
ま
し

た
。ま

ͣ
は
、
健

を
受

͞

せ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
の

結
果
を
事
業
者
が
確
認
し

て
、
有
ॴ
見
者
に
つ
い
て
は

࢈
業
ҩ
に
૬
ஊ
を
し
、
ब
業

に
つ
い
て
の
ҙ
見
を
ฉ
く
こ

と
。
受

が
必
要
と

அ
͞

れ
た
場
合
は
、
ҩ
ྍ
機
関
で

の
受

や

ༀ
に
つ
な
げ
る

支
援
を
行
う
こ
と
。

͞
ら
に
、
運
転
当
日
の
体

調
確
認
を
確
実
に
行
い
、
健

߁
に
関
す
る
社
内
ڭ
ҭ
を
実

施
し
て
、「
体
調
が
༏
れ
な

い
時
に
は
ԕ
ྀ
な
く
申
し
出

࣏
ྍ
し
て
も
݂
ѹ
や
݂

値

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
ѱ
い
時

は
、
̨
Ａ
̨
を
࣏
ྍ
す
る
こ

と
で
数
値
が
改
善
す
る
と
い

う
こ
と
も
多
い
で
す
。

ଶ
調
査
に
よ
る
と
、
要
ਫ਼
ີ

検
査
と
な
る
運
転
者
の
割

合
は「
０
～
10
％
」
と
回
答

し
た
事
業
者
が
最
も
多
く
、

75
％
の
事
業
者
が「
０
～
10

％
」
か「
11
～
30
％
」
と
回

答
し
て
い
ま
す
。
ス
ク
リ
ー

χ
ン
グ
検
査
で「
要
ਫ਼
ີ
検

査
」と

定
͞
れ
た
場
合
は
、

ප
院
で
ਫ਼
ີ
検
査
を
行
い
ま

す
。
こ
れ
は
ਭ

と
ݺ
ٵ
の

質
の
状
ଶ
を
調
べ
る
検
査

で
、
ऴ

ਭ

ϙ
リ
グ
ラ
フ

（
Ｐ
̨
̜
）
検
査
と
ݺ

れ

ま
す
。
基
本
的
に
は
１
ധ
２

日
の
入
院
で
行
う
検
査
で
す

が
、

事
な
ど

の
支
ো
が

少
な
く
な
る
よ
う
、

に
入

院
し
て
検
査
を
し
、
ཌ
ே
出

ۈ
前
に
ୀ
院
で
き
る
よ
う
配

ྀ
し
て
い
る
ҩ
ྍ
機
関
も
増

え
て
い
ま
す
。

ス
ク
リ
ー
χ
ン
グ
検
査
は

国
交
ল
よ
り
３
～
５
年
ご
と

が
推

͞
れ
て
い
ま
す
。
日

本
ݺ
ٵ
ث
ֶ
会
の『
̨
Ａ
̨


ྍ
Ψ
イ
ド
ラ
イ
ン
２
０
２

５
』
に
よ
る
と
、
30
～
40


の
உ
性
の
有
ප
率
は
10
％
ఔ

度
、
50

は
10
～
20
％
、
70

リ
ス
ク
が
ߴ
く
、
̨
Ａ
̨
が

あ
る
と
、
自
動
車
事
ނ
を
ى

こ
す
リ
ス
ク
は
約
２
・
４
ഒ

に
ߴ
ま
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。ま

た
、
̨
Ａ
̨
は
様
ʑ
な

࣬
ױ
の
発

リ
ス
ク
を
ߴ
め

る
こ
と
も

ら
れ
て
い
ま

す
。
ྫ
え

、
ߴ
݂
ѹ
の
発


リ
ス
ク
は
約
１・４
～
２・

９
ഒ
、


ප
は
約
１
・
６

ഒ
に
増
加
し
、
ෆ
整
຺
や
৺

݂

࣬
ױ
、

ଔ
中
の
リ
ス

ク
も
上
昇
す
る
こ
と
が
報
告

͞
れ
て
い
ま
す
。
͞
ら
に
、


以
上
に
な
る
と
20
％
を
超

え
ま
す
。
ঁ
性
は
30
～
40


で
�
％
ະ
ຬ
、
50

で
は
約

10
％
と
͞
れ
、
உ
ঁ
と
も
に

年
ྸ
が
ߴ
く
な
る
と
有
ප
率

が
増
え
ま
す
が
、
ए
年
で
も

̨
Ａ
̨
を
発

す
る
人
は
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
年
ྸ
で

対
象
を
۠
切
ら
ͣ
、
す
べ
て

の
運
転
者
を
ス
ク
リ
ー
χ
ン

̨
̖
̨

࣏
ྍ
Մ

ͳ
ප
ؾ

日
本
ݺ
ٵ
ث
ֶ
会
で
は

「
ະ
࣏
ྍ
の
ॏ
度
̨
Ａ
̨
で
、

ஶ
し
い
日
中
の

ؾ
が
あ
る

場
合
は
、
運
転
を
߇
え
る
べ

き
」
と
ද
明
し
て
い
ま
す
。

た
ͩ
し
、
࣏
ྍ
を
し
て

状

が
改
善
し
て
い
る
場
合
は
、

運
転
可
と

அ
͞
れ
る
こ
と

が
大

で
す
。
そ
の
た
め
、

ҩ
ྍ
機
関
や
ઐ

Ո（
࢈
業

ҩ
や
自
動
車
事
ނ
対
策
機
構

〈
̣
Ａ
̨
̫
Ａ
〉な
ど
）に
૬

ஊ
す
る
こ
と
が
ॏ
要
で
す
。

な
お
、
̣
Ａ
̨
̫
Ａ
は
交

通
事
ނ
の

止
、
運
転
者
の

健
߁

ཧ
支
援
な
ど
を
行
う

ެ
的
機
関
で
、
̨
Ａ
̨
を
ؚ

Ή
様
ʑ
な
運
転
に
Ө
ڹ
す
る

事
ฑ
に
つ
い
て
の
҆
全
対
策

を
૬
ஊ
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
特
に
、
̣
Ａ
̨
̫
Ａ
が

実
施
し
て
い
る「
運
転
適
性


அ
」
は
、
反
応
時
間
や


அ
力
な
ど
の
٬
観
的
な
ධ
価

が
ؚ
ま
れ
、
ߴ
ྸ
者
や
事
ނ

ྺ
の
あ
る
人
な
ど
、
運
転
業

務
を
継
続
す
べ
き
か

う
場

໘
で
有
用
な

அ
ࡐ
料
と
な

り
ま
す
。

̨
Ａ
̨
は
適
切
な
対
応
に

よ
っ
て
、
事
ނ
リ
ス
ク
を
大

෯
に
低
減
で
き
る
࣬
ױ
で

す
。
ス
ク
リ
ー
χ
ン
グ
検
査

は
、
ド
ラ
イ
バ
ー
自

の
໋

と
҆
全
を
क
る
第
一
า
と
な

り
ま
す
。
も
し
ҟ
ৗ
が
見
つ

か
っ
て
も
、
࣏
ྍ
と
適
切
な

運
転

ཧ
に
よ
っ
て
業
務
の

継
続
が
可
能
で
あ
り
、
事
業

の
継
続
性
を
ଛ
な
う
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
Μ
。
Ή
し
Ζ
、

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
行

う
こ
と
は
、
社
会
的
信
པ
性

の
向
上
に
つ
な
が
り
ま
す
。

ま
た
、
会
社
の
取
り
組
み
を

通
じ
て
、
運
転
者
自

が
自

分
の
健
߁
に
関
৺
を
持
つ
き

っ
か
け
と
な
り
、
৬
場
全
体

で
健
߁
と
҆
全
を
改
め
て
ߟ

え
直
す
、
ྑ
い
機
会
と
な
る

の
で
は
な
い
で
し
Ỷ
う
か
。

　東京都トラック協会は、令和7年度「睡眠時無呼吸症候群
（SAS）スクリーニング検査助成事業」（全日本トラック協会
との協調助成）の申請受付を行っている。運転障害の一因と
なるSASを自覚・改善することによって、健康起因事故防止
および労働災害事故防止を図るため、検査費用の一部助成を
実施する。

ਃࠐड
ظ ؒ

4月9日～ 12月19日まで
（4月１日以降に実施した検査は、助成要件を満たす場
合には遡って対象）

ରçç者 会員事業者の都内事業所に勤務している運転者

ରࠪݕ ①問診用紙への記入（アンケート様式）
②スクリーニング検査機器による検査

ରਓ 東ト協分2,500人、全ト協分2,904人（各先着順）

ॿֹۚ
１社につき30人まで、上限は1人当たり4,000円
（東ト協1,500円 ＋ 全ト協2,500円）
※助成金額は検査費用を上限とする。再検査は検査費用の半額まで
（上限は１人当たり500円）

　申し込みは、東ト協ホームページ（HP）の「申込フォーム」
から行い、助成適用の可否を確認した上で、検査機関に予約
する。
　詳細は、東ト協HPを参照（申請様式などの
ダウンロードが可能）

東ト協業務部交通・環境Ｇ
（☎03・３３５９・６２５７）

い合Θͤ
ɾਃ  ઌ

グ
検
査
の
対
象
に
す
る
こ
と

が

ま
れ
ま
す
。
一
度
に
全

員
の
検
査
実
施
が

し
い

場
合
は
、
ߴ

ಓ
࿏
を
使
う

人
、
過
ڈ
に
事
ނ
を
ى
こ
し

た
人
、ං
ຬ

向
の
あ
る
人
、

ߴ
ྸ
者
、
自
֮

状
が
あ
る

人
な
ど
、
リ
ス
ク
の
ߴ
い
運

転
者
か
ら
༏
先
す
る
方
法
も

あ
り
ま
す
。
先
に
も
お

し

し
ま
し
た
が
、

状
が
な
い

人
も
い
る
た
め
、
ア
ン
ケ
ー

ト
や
問

ͩ
け
の
検
査
で
は

̨
Ａ
̨
を
見
ಀ
す
リ
ス
ク
が

あ
り
、
適
切
と
は
い
え
ま
せ

Μ
。
̨
Ａ
̨
ス
ク
リ
ー
χ
ン

グ
検
査
を
実
施
す
る
ࡍ
は
、

必
ͣ
ଌ
定
機
ث
を
用
い
た
推


͞
れ
る
方
法
を
બ

し
ま

し
Ỷ
う
。

̨
Ａ
̨
は
୯
な
る
ਭ

の

ප
ؾ
で
は
な
く
、
全

の
࣬

ױ
と
ਂ
く
関
係
す
る
ප
ؾ
な

の
で
す
。
そ
の
た
め
、

ؾ

に
よ
る
運
転
事
ނ
の
予

ͩ

け
で
は
な
く
、
ド
ラ
イ
バ
ー

一
人
ͻ
と
り
の
健
߁
ण
໋
の

Ԇ
৳
の
た
め
に
も
、
ੵ
極
的

に
対
策
を
行
っ
て
い
き
ま
し

Ỷ
う
。

�人4,000円
ॿ

　詳細は、東ト協HPを参照（申請様式などの

「
ド
ラ
イ
バ
ー
フ
ァ
ー
ス
ト
」
の
物
流
実
現
へ
健
康
支
援

健康診断の
事後措置の重要性
ਭ࣌ແٵݺީ܈
ʢ4"4ʣʹ ͍ͭͯ

第 ú 回

ᖛۀ࢈ҩࣄॴ

ᖛͭ͞ֆ
ʢۀ࢈ҩʣ

࿈ ࡌ

東
京
都
ト
ラ
ッ
ク
協
会
が
掲
げ
る
、「
ド
ラ
イ
バ
ー
フ
ァ
ー
ス
ト
」の
実
現
に
は
、ド
ラ
イ

バ
ー
へ
の
安
全
教
育
や
健
康
診
断
の
実
施
だ
け
で
な
く
、プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
の
取
り
組
み
が

必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
今
回
は
、ド
ラ
イ
バ
ー
の
安
全
と
健
康
に
大
き
く
関
わ
る
睡
眠
時

無
呼
吸
症
候
群（
Ｓ
Ａ
Ｓ
）に
つ
い
て
、産
業
医
の
長
濱
さ
つ
絵
先
生
が
解
説
し
ま
す
。

東ト協

ＳＡＳスクリーニング検査
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中

国
土
交
通
大
臣
は
、

ࡔ
本
全
ト
協
会
長
ら
に
、６

項
目
か
ら
な
る
要
請
を
行
っ

た
。
６
項
目
は
、
１
月
24
日

に
開
催
͞
れ
た「
中
小
ا
業

等
の
׆
力
向
上
に
関
す
る
ϫ

ー
Ω
ン
グ
グ
ル
ー
ϓ
」
で
、

੨

一

内
ֳ


෭
長


が
指
示
し
て
い
た
も
の
で
、

①
下
請
法
の
׆
用
、
②
下
請

法
改
正
案
の
प

、
③
無
償

α
ー
ビ
ス
の
ఏ
ڙ
要
請
な
ど


׳
習
の
見
直
し
、
④
α
ϓ

ラ
イ
ν
ỻ
ー
ン
の

点
と
な

る
ا
業
が
۱
ʑ
ま
で
価
֨
転

Շ
で
き
る
よ
う
配
ྀ
、
ᶇ
取

引
適
正
化
に
向
け
た
自
主
行

動
計
ը
の
策
定
、
ᶈ
特
に
労

務
費
の
適
切
な
転
Շ
Ổ
Ổ
か

ら
な
る
。

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
に
対

が
、
国
土
交
通
ল
の

ా
ߒ

ٱ
物
流・自
動
車
局
長
は「
し

っ
か
り
受
け
止
め
て
、
措
置

を
講
じ
て
も
ら
う
。
͞
ま
͟

ま
な
立
場
で
の
事
業
者
が
、

֞
根
を
ӽ
え
て
協
力
し
て
い

く
こ
と
が
業
界
が
ྑ
く
な
っ

て
い
く
ݤ
」
と
前
向
き
に
ଊ

え
た
。

物
流
２
０
２
４
年
問
題
か

ら
１
年
が
経
過
。
１
月
に
東

ト
協
連
が
実
施
し
た
運
賃
動

向
に
関
す
る
調
査
で
も
、
標

準
的
運
賃
と
同
ֹ
以
上
を
収

受
し
て
い
る
割
合
は
ま
ͩ

19
％
ͩ
が
、
労
務
費
が
上
昇

す
る
中
、「
値
上
げ
の
要
請

は
し
続
け
る
」
と
、
粘
り
強

く
取
り
組
Ή
࢟

が
み
ら
れ

た
。
少
し
時
間
は
か
か
り
そ

う
ͩ
が
、
価
֨
転
Շ
が
全
体

で
進
み
、
業
界
が
ྑ
く
な
っ

て
い
く
こ
と
を

み
た
い
。

ɹ
ɹ（
ラ
Π
λ
ồ

ᖒ
ా

Ờ

し
て
、
中

大
臣
は
こ
の
う

ͪ
３
項
目
に
ݴ
ٴ
し
た
。

元
請
け
事
業
者
に
対
し

て
、
下
請
法
改
正
成
立
・
施

行
前
か
ら
自
主
的
な
対
応
を

行
う
こ
と
。
こ
れ
は
②
に
૬

当
し
、

金
に
関
す
る
協
議

に
応
じ
な
い
こ
と
や
、
一
方

的
に

金
の
ֹ
を
ܾ
定
す
る

こ
と
の
な
い
よ
う
ٻ
め
た
。

す
べ
て
の
事
業
者
に
対
し

て
、
価
֨
転
Շ
を
્

す
る


׳
習
を
見
直
す
こ
と
、
こ

れ
は
③
④
に
૬
当
し
、
特
に



の
実
運
送
ま
で
転
Շ
で

き
る
価
֨
設
定
を
行
う
よ
う

ٻ
め
た
。

労
務
費
の
転
Շ
は
発

ا

業（
元
請
け
）に
対
し
て
の

も
の
で
、
ᶈ
に
૬
当
。
受


者
と
価
֨
交
渉
を
行
う
ͩ
け

い
」と
答
え
て
い
る
。

価
֨
転
Շ
は
、
荷
主
ا
業

に
ٻ
め
る
の
が
一
義
的
で
あ

る
が
、
あ
え
て
ト
ラ
ッ
ク
事

業
者
に
要
請
し
た
の
は
、
１

つ
に
は
無
償
α
ー
ビ
ス
の
ఏ

ڙ
な
ど
、
荷
主
か
ら
要
請
͞

れ
る
前
に
自
ら
行
っ
て
い
る

事
業
者
が
一
部
み
ら
れ
る
た

め
、
そ
う
し
た
価
֨
転
Շ
を

્

す
る

׳
習
を
ト
ラ
ッ

ク
業
界
全
体
で
一

し
て
い

く
自
ড়
努
力
を
ٻ
め
た
も

の
。
も
う
１
つ
は
、
下
請
法

の
ଘ
ࡏ
を
強
調
し
て
い
る
こ

と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
元

請
け
に
自
֮
を
ٻ
め
た
と
い

え
る
。

３
月
11
日
に
下
請
法
改
正

案
が
ֳ
議
ܾ
定
͞
れ
、
改
善

͞
れ
な
い
事
業
者
に
対
し
主

務
大
臣（
ト
ラ
ッ
ク
の
場
合

は
国
交
大
臣
）が
指
導
・
ॿ

ݴ
・
ק

す
る
ݖ
限
が
与
え

ら
れ
た
。
同
14
日
に
は「
物

流
ֵ
新
に
関
す
る
関
係
ֳ
྅

会
議
」
な
ら
び
に
ト
ラ
ッ
ク

ド
ラ
イ
バ
ー
と
の
車
࠲
が


ఛ
で
開
催
͞
れ
、
ੴ
ഁ
ट
૬

は
ֳ
྅
会
議
で
価
֨
転
Շ
や

取
引
適
正
化
の
推
進
を
、
車

࠲
で
は
ド
ラ
イ
バ
ー
の
賃
上

げ
が
実
ײ
で
き
る
施
策
を
進

め
て
い
く
ߟ
え
を
示
し
た
。

同
じ
14
日
、
ެ
正
取
引
委

員
会
は
令
和
６
年
度
価
֨
転

Շ
ԁ

化
に
関
す
る
特
ผ
調

査
、そ
の
後
の
ݸ
ผ
調
査
で
、

૬
当
数
の
取
引
先
に
対
し
て

協
議
を
経
な
い
取
引
価
֨
の

ਾ
え
置
き
が
確
認
͞
れ
た
と

し
て
、
物
流
最
大
手
を
ؚ
Ή

３
社
の
社
໊
を
ެ
ද
し
た
。

こ
れ
で
一
昨
年
以
降
、
ެ

取
委
や
中
小
ا
業
ி
、
ト
ラ

ッ
ク
・
物
流
̜
ϝ
ン
に
よ
り

元
請
け
大
手
ト
ッ
ϓ
５
社
す

べ
て
が
社
໊
ެ
ද
ま
た
は

ק
告
の
༕
き
目
に
あ
っ
た
。

由
ʑ
し
き
事
ଶ
で
は
あ
る

で
な
く
、
受

者
に
価
֨
交

渉
を
ଅ
す
こ
と
も
要
請
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
ࡔ
本
全
ト

協
会
長
は「
改
め
て
や
る
べ

き
こ
と
を
や
ら
Ͷ

な
ら
な

େ
ਉ
͕
τ
ϥ
ỽ
Ϋ
ۀ
ք
ʹ
ཁ


元請け大手が軒並み社名公表

価格転嫁を業界全体に浸透を

東
ト
協
は
５
月

１
日
か
ら
、
令
和

７
年
度
第
45
回

「

方
ۙ

化
基

金
༥
ࢿ
」
申
し
込

み
の
ެ
ื
を
開
始

す
る
。
利
ࢠ
ิ
給

に
よ
り
長
期
の
低

利
༥
ࢿ
が
受
け
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、

会
員
事
業
者
に
対

し
事
業
の
合
ཧ
化

や
経
営
改
善
な
ど

に
向
け
て
、
ੵ
極

的
な
׆
用
を
ݺ
び

か
け
て
い
る
。

ừ
ެ
ื
༥
ࢿ

Ử

35
ԯ
ԁ
＝
ϙ
ス

ト
新
長
期
等
༥

降
、
45
か
月
連
続
で
前

年
同
月
を
上
回
り
、
引

き
続
き
ߴ
い
ਫ
準
で
推

Ҡ
し
て
い
る
。

荷
物

報（
ٻ
車
）ొ

݅

数
は
19
ສ
３
６
５
５
݅
で
、

前
年
同
月
比
６・０
％
増
加
。

一
方
、
成
約
率
は
13
・
０
％

で
同
０
・
９
㌽
減
少
し
た
。

６
年
度
の
成
約
運
賃
指
数

は
、
１
３
３
・
５（
荷
物
ॏ

ྔ
４
Ἁ
以
下
１
４
１
・
８
、

同
４
Ἁ
超
１
２
６
・
９
）で

前
年
度
比
11
・
１
㌽
上
昇
し

た
。
２
年
度
以
降
、
４
年
連

続
で
前
年
度
を
上
回
っ
て
お

り
、
上
げ
෯
も
最
大
と
な
っ

た
。

ࢿ
、
一
ൠ
༥
）ࢿ
設
備
ࢿ
金

な
ど
）の
総
ֹ

ừ
ެ
ื
ظ
ؒ
Ử

５
月
１
日
～
８
年
１
月
31

日
ま
で（
土
・
日
༵
、ॕ
日
、

年

年
始
の
ٳ
日
を
আ
く
。

ެ
ื
༥
ࢿ

を
超
え
た
場

合
、受
付
ऴ
ྃ
）

ừ
ਃ
ࠐ
ઌ
Ử

東
ト
協
財
務
部
交
付
金
会

計
（̜
༣
送
ま
た
は
持
参
）

ừ
༥
ࢿ
ର

ऀ
Ử

東
ト
協
会
員（
ొ

車
྆

数
５

ະ
ຬ
で
も
申
し
込
み

可
）˞

都
֎
に
本
社
を
有
す
る

事
業
者
は
、
本
社
ॴ
ࡏ

の

ಓ
府
ݝ
ト
ラ
ッ
ク
協
会

申

し
込
Ή

ừ
ର

ࣄ
ۀ
Ử

▽
ϙ
ス
ト
新
長
期
等
༥
ࢿ

（
同
規
制
な
ど
に
適
合
す
る

事
業
用
貨
物
自
動
車
ߪ
入
）

▽
一
ൠ
༥
ࢿ

①
設
備
ࢿ
金
＝
車
（྆
フ

ォ
ー
ク
リ
フ
ト
を
ؚ
Ή
）・

荷

機
ց
な
ど
の
ߪ
入
お
よ

び
車
྆
の
改

、

利
ް
ੜ

施
設
の
整
備
、
車
ݿ
・

ݿ

（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に

係
る
も
の
に
限
る
）、
ト
ラ

ッ
ク
タ
ー
ϛ
φ
ル
、
配
送
η

ン
タ
ー
、
事
務
ॴ
な
ど
の
物

流
施
設
の
整
備（
設
備
の
ิ

म・改
म
を
ؚ
Ή
）、ۙ

化・

合
ཧ
化
の
た
め
の
事
務
機
ث

（
コ
ン
ϐ
ỿ
ー
タ
ー
・
ι
フ

ト

エ
ア・フ
Ỹ
ク
シ
ϛ
リ・

ෳ
ࣸ
機
・
̢
̘
Ａ
無
ઢ
な
ど

で
、
１

が
20
ສ
ԁ
以
上
）

の
ߪ
入

②
ল
エ
ω
関
連
機
）ث
σ

ジ
タ
ル
タ
コ
グ
ラ
フ
、
ド
ラ

イ
ϒ
Ϩ
コ
ー
μ
ー
お
よ
び
̚

̢
̨
機
ث
な
ど
）の
ߪ
入

˞
都
内
・
都
֎
ొ

車
྆

と
も
対
象
。
リ
ー
ス
ܖ
約
、

割
ො
ܖ
約
は
対
象
֎

ừ
༥
ࢿ
ݶ

ֹ
Ử

①
ݸ
ผ
ا
業
＝
ϙ
ス
ト
新

長
期
等
༥
ࢿ
・
一
ൠ
༥
ࢿ
֤

６
０
０
０
ສ
ԁ

②
共
同
体
＝
１
ԯ
ԁ

③
組
合
＝
転
ି
先
の
ا
業

ご
と
に
６
０
０
０
ສ
ԁ

ừ
ି

ۚ
ར
Ử

取
ѻ
金
༥
機
関
の
ॴ
定
利

率
に
よ
る

ừ
ঈ
ؐ
ظ
ؒ
Ử

①
車
྆
お
よ
び
車
྆

ࡌ

物
５
年
以
内（
ਾ
置
期
間
を

͞
れ
て
い
る
こ
と
が
前
ఏ
）

ừ
ར
ࢠ
ิ
څ

Ử

▽
ϙ
ス
ト
新
長
期
等
༥
ࢿ

＝
０
・
６
％

▽
一
ൠ
༥
ࢿ
＝
０
・
６
％

ừ
ཹ
ҙ
ࣄ
߲
Ử

①
東
ト
協
の
༥
ࢿ
推
ન
ܾ

定
通

は
、
༥
ࢿ
の
ܾ
定
と

は
ҟ
な
る
。
同
通

に
基
づ

き
、
取
ѻ
金
༥
機
関
が
ฦ
済

能
力
な
ど
を
৹
査
し
、
༥
ࢿ

の
可
൱
を
ܾ
定
す
る

②
推
ન
後
、
事
業
計
ը
の

ม
更（

ࢿ
ֹ
ม
更
・
Ԇ
期
・

中
止
な
ど
）が
ੜ
じ
た
場
合
、

ॴ
定
の
手
続
き
が
必
要
と
な

る
た
め
、
東
ト
協
に
申
し
出

る
こ
と

③
ॴ
ଐ
組
合
を
通
じ
て
आ

入
を
す
る「
転
ି
方
ࣜ
」
の

利
用
が
可
能

ừ
औ
ѻ
ۚ
༥
ػ
ؔ
Ử



組
合
中
ԝ
金
ݿ
の

本
・
支
ళ
お
よ
び
そ
の

ཧ

ళ
と
な
っ
て
い
る
信
用
組
合

の
本
・
支
ళ（
た
ͩ
し
、
転

ି
方
ࣜ
の
場
合
は


中
金

国
土
交
通
ল
は
６
月
６
日

午
後
５
時
ま
で
、「
モ
ー
μ

ル
シ
フ
ト
等
推
進
事
業
」（
ิ

ॿ
事
業
）を
ื
集
し
て
い
る
。

ิ
ॿ
対
象
は
、
荷
主
お
よ

び
物
流
事
業
者
な
ど
物
流
に

係
る
関
係
者
に
よ
っ
て
構
成

͞
れ
る
協
議
会
。
対
象
と

な
る
事
業
は
、
物
流
効
率
化

法
に
基
づ
く
総
合
効
率
化
計

ؚ
Ή
）

②
そ
の
他（
償
٫
期
間
内
）

最
ߴ
10
年（
ਾ
置
期
間
を
ؚ

Ή
）

ừ
ঈ
ؐ
ํ
๏
Ử

ਾ
置
期
間（
償
ؐ
期
間
の

う
ͪ
６
か
月
以
内
）ऴ
ྃ
後
、

元
金
ۉ
等
償
ؐ

ừ
୲
อ
ɾ
อ
ূ
ਓ
Ử

取
ѻ
金
༥
機
関
の
定
め
に

よ
る

ừ
࠶
༥
ࢿ
ͷ
੍
ݶ
Ử

▽
ϙ
ス
ト
新
長
期
等
༥
ࢿ

＝
前
年
度
ま
で
の
༥
ࢿ
実


に
か
か
わ
ら
ͣ
、
限
度
ֹ
６

０
０
０
ສ
ԁ
ま
で

▽
一
ൠ
༥
）ࢿ
設
備
ࢿ
金

等
）
＝
༥
ࢿ

ߴ
が
６
０
０

０
ສ
ԁ
以
下
で
あ
れ

、６

０
０
０
ສ
ԁ
に
ୡ
す
る
ま
で

（
ط
༥
ࢿ
分
が
正
ৗ
に
償
ؐ

の
本
・
支
ళ
の
み
）

▽
問
い
合
わ
せ
先
＝
東
ト

協
財
務
部
交
付
金
会
計
̜

（
☎
03
・
３
３
５
９
・
４
１

３
６
）

ը
策
定
の
た
め
の
調
査
事
業

（
総
合
効
率
化
計
ը
策
定
事

業
）と
物
流
効
率
化
法
の
総

合
効
率
化
計
ը
に
基
づ
き
実

施
す
る
事
業（
モ
ー
μ
ル
シ

フ
ト
推
進
事
業
・
װ
ઢ
輸
送

集
約
化
推
進
事
業
・
ラ
ス
ト

ϫ
ン
Ϛ
イ
ル
配
送
効
率
化
推

進
事
業
・
中
継
輸
送

推
進
事
業
）の
֤
事

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
・

日
本
貨
物
運
送
協
同
組
合
連

合
会
の
ٻ
荷
ٻ
車

報
ω
ッ

ト
ϫ
ー
ク
Ｗ
ｅ
ｂ
̠
̞
̩
の

成
約
運
賃
指
数
に
よ
る
と
、

業
。
ࠓ
年
度
か
ら
、
貨
٬
ࠞ

ࡌ
を
は
じ
め
と
す
る
ラ
ス
ト

ϫ
ン
Ϛ
イ
ル
の
配
送
効
率
化

に
つ
い
て
、
過
ૄ

Ҭ
以
֎

の
取
り
組
み
を
ิ
ॿ
対
象
と

し
た
。

ิ
ॿ
対
象
経
費
は
、
総
合

効
率
化
計
ը
策
定
事
業
ʗ
上

限
総
ֹ
５
０
０
ສ
ԁ
。
モ
ー

μ
ル
シ
フ
ト
推
進
事
業
な
ど

ʗ
同
１
０
０
０
ສ
ԁ
。
˞
ল

人
化
・
自
動
化
に
ࢿ
す
る
機

ث
導
入
等
の
計
ը
、
実
ࡍ
に

当
該
機
ث
を
用
い
て
運
行
す

る
場
合
。
予
算
ֹ
は
１
ԯ
５

１
２
０
ສ
ԁ
。

応
ื
は
、
申
請
様
ࣜ
な
ど

を
事
業
計
ը
の
主
と
す
る


Ҭ
を


す
る

方
運
輸
局

等

ఏ
出
す
る
。

ৄ
ࡉ
は
、
国
交
ল
本
事
業

ϗ
ー
ム

ー
ジ（I

UUQT���
X
X
X
�N
MJU�HP�KQ�TFJ

TB
L
V
UP
L
B
UTV
�GS

FJHI
U�N
T@TV

C
TJE
Z�

I
UN
M

）を
参
র
。

令
和
７
年
３
月
の

指
数
は
１
４
３
で

前
月
比
４
㌽
、
前

年
同
月
比
12
㌽
上

昇
し
た
。

成
約
運
賃
指
数

は
３
年
７
月
以

運
賃
指
数

Ｗ
ｅ
ｂ
Ｋ
Ｉ
Ｔ

શ ト 協
՟協連

東ト協 ୈûüճํۙԽۚج༥ࢿ

�øúúõü

５
月
͔
Β
ਃ

を
ड


த
ܧ
༌
ૹ
ͳ
Ͳ
ܦ
අ
Λ
ิ
助

̏
݄

̍
̐
̏
ʹ

Ϟ
ồ
μ
ϧ
γ
ϑ
τ

ਪ
ਐ
事
業

লަࠃ

ެ
ื
̒
月
̒
日
·
Ͱ
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ロ
ジ
ݚ
正
෭
本
部
長

会
議
▽
ࡾ
組
৫
連
絡
会

̏


৯
料
・
ञ
ྨ
ҿ
料
ઐ


部
会

員
会

̔


ࢴ
・
ύ
ル
ϓ
ઐ

部

会

員
会

̕


మ
߯
ઐ

部
会

員

会
ø÷


東
ト
協
֗
಄
指
導
׆

動「
౷
一
実
施
日
」

øø


初

運
転
者
特
ผ
講

習
▽
ॏ
ྔ

ઐ

部
会
委

員
会

øû


東
京
運
輸
支
局
・
֗

಄
検
査
に
協
力

ừ
̐
݄
�
Ỗ
��

Ử

ừ
̑
݄
�
Ỗ
��

Ử

øû

 

14
時
＝
正
෭
会
長

会（
東
ト
総
合
会
ؗ
）
˝

15
時
＝
మ
߯
ઐ

部
会
通

ৗ
総
会（
同
）
˝
16
時
30

分
＝
ॏ
ྔ

ઐ

部
会
通

ৗ
総
会（
ശ
根
౬
本

࢜


ϗ
テ
ル
）
˝
17
時
10
分

＝
同
ݚ
म
会（
同
）
˝
18

時
30
分
＝
同
࠙

会（
同
）

øü

 

11
時
＝
ঁ
性
部
正

෭
本
部
長
会
議（
東
ト
総

合
会
ؗ
）
˝
12
時
＝
同
װ

事
会（
同
ʗ
Ｗ
ｅ
ｂ
ซ
用
）

ừ
ઍ

ా
ࢧ
෦
Ử

˗
ג
ࣜ
会
社
ϛ
ッ
ド
バ
ー

ド
ト
ラ
ン
ス
＝
ߐ
東
۠
新


場
４
の
５
の
６
中
ଜ
Ϙ
σ
ー

新

場

場
内
４
̛
▽
☎

03
・
６
４
５
７
・
０
６
２
７

▽
一
ൠ
貨
物
運
送（
ී
通
車

58

）、利
用
運
送

ừ
େ
ా
ࢧ
෦
Ử

˗
フ
ジ
エ
ア
Χ
ー
ΰ
ג
ࣜ

会
社
＝
大
ా
۠
Ӌ
ా
ۭ
ߓ
３

の
２
の
６
Ӌ
ా
ۭ
ߓ
国
内
東

貨
物

۠
ア
ー
ク
ビ
ル
７
０

３
߸
室
▽
☎
03・６
４
５
９・

９
５
５
９
▽
一
ൠ
貨
物
運
送

（
ී
通
車
４

、
小
ܕ
車
１


）、利
用
運
送

ừ

౦
ࢧ
෦
Ử

˗
ג
ࣜ
会
社
ଂ
通

＝
ߐ

東
۠
東
࠭
１
の
２
の
６
の
１

１
５
▽
☎
03
・
３
６
４
８
・

９
２
２
１
▽
一
ൠ
貨
物
運

送（
ී
通
車
９

、
小
ܕ
車

１

）、ܰ
車
྆
等
運
送（
�


）、利
用
運
送

ừ
ߐ
ށ

ࢧ
෦
Ử

˗
۽
હ
土

有
限
会
社
＝

ߐ
ށ

۠
西
ਸ਼
ߐ
３
の
６
▽

☎
03
・
３
６
７
８
・
０
４
４

４
▽
一
ൠ
貨
物
運
送（
ී
通

車
６

）

購入価格は、購入に関する諸要因
（数量・支払条件・地域ほか）により
多少の幅があります（消費税込み）。軽 油 の 価 格

１
ℓ
当
た
り
の

       

軽
油
価
格

（東ト協調べ）

燃
料
給
油
は
東
京
都
内
で

軽
油
引
取
税
は
地
方
税
で
す

３
月
分

ˑελϯυ ฏۉ �������ԁ
ˑϩʔϦʔ ฏۉ �������ԁ
ˑݩചΓൃߦΧʔυ�� ฏ ۉ �������ԁ
ˑσΟʔϥʔൃߦΧʔυ� ฏ ۉ �������ԁ

東
ト
協
は
、
東
京
都
の
֎

ֲ
団
体「
東
京
し
ご
と
財
団
」

の
ॿ
成
事
業
に
よ
る「
業
界

ผ
人
ࡐ
確
保
強
化
ۓ
ٸ
支

援
事
業（
運
転
໔
許
取
得
支

援
）」
を
昨
年
度
に
続
い
て

実
施
し
て
い
る
。
ド
ラ
イ
バ

ー
ෆ

を
؇
和
す
る
取
り
組

み
と
し
て
、
人
ࡐ
確
保
力
の

向
上
を
図
る
た
め
、
ト
ラ
ッ

ク
の
運
転
に
必
要
な
運
転
໔

許
取
得
費
用
の
一
部
を
ॿ
成

す
る
も
の
。

事
業
期
間
は
８
年
２
月
28

日
ま
で（
予
算
ֹ
に
ୡ
し
次

第
、
受
付
ऴ
ྃ
）。
昨
年
12

月
２
日
で
健
߁
保
ݥ
証
の
新

規
発
行
が
ऴ
ྃ
し
た
こ
と
に


い
、
実
施
要
ߝ
の
一
部
を

改
正
し
、
当
該
ド
ラ
イ
バ
ー

の
健
߁
保
ݥ
証
に

え
て
、

ޏ
用
保
ݥ
ඃ
保
ݥ
者
通

ॻ

の
ఏ
出
も
可
能
に
し
た
。
実

施
内
༰
は
次
の
通
り
。

▽
対
象
事
業
者
＝
会
員
事

業
者
の
中
小
ا
業
者（
①
ࢿ

本
金
の
ֹ
ま
た
は
出
ࢿ
の
総

ֹ
が
３
ԯ
ԁ
以
下
、
②
ৗ
時

使
用
す
る
ै
業
員
数
が
３
０

０
人
以
下
の
い
ͣ
れ
か
に
該

当
）▽

ॿ
成
対
象
者
＝
①
６
年

９
月
１
日
以
降
に
都
ಓ
府
ݝ

ެ
҆
委
員
会
指
定
自
動
車
ڭ

習
ॴ

入
ߍ
申
し
込
み
を
行

い
、
②
８
年
２
月
28
日
ま
で

に
໔
許
を
取
得
、
③
໔
許
取

得
費
用
を
会
員
事
業
者
が
ෛ

担（
運
転
者
ݸ
人
が
໔
許
取

得
費
用
を
支
払
っ
た
場
合
は

ॿ
成
対
象
֎
）、
④
都
内
の

会
員
事
業
ॴ
で
営
業
用
貨
物

自
動
車
の
運
転
に
ै
事（
た

ͩ
し
、
ߴ
等
ֶ
ߍ
新
ଔ
者
等

で
、
事
業
者
入
社
前
の
ࡏ
ֶ

中
に
準
中
ܕ
໔
許
を
取
得
し

た
場
合
も
対
象
）し
て
い
る

者
▽
対
象
໔
許
＝
大
）ܕ
大

ܕ
特
घ
໔
許
を
ؚ
Ή
）・
中

）ܕ
８
Ἁ
限
定
ղ
আ
を
ؚ

Ή
）・
準
中
ܕ
໔
許（
５
Ἁ
限

定
ղ
আ
を
ؚ
Ή
）、
け
Μ
引

໔
許▽

ॿ
成
費
用
＝
ڭ
習
費
用

（
੫
ผ
）の
２
分
の
１（
ڭ
習

時
間
超
過
に
よ
る
Ԇ
長
料
金

を
আ
く
）

な
お
、
本
事
業
は
東
ト
協

に
よ
る「
ঁ
性
・
உ
性
ド
ラ

イ
バ
ー
໔
許
取
得
ॿ
成
」
と

の
ซ
用
が
可
能
ͩ
が
、
ॿ
成

金
ֹ
が
取
得
価
֨
を
超
え
た

場
合
は
、
東
ト
協
の
ॿ
成
ֹ

東
京
都
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は

４
月
14
日
・
18
日
・
22
日
、

東
ト
総
合
会
ؗ
で
、
令
和
７

年
度
の
東
京
都「
貨
物
輸
送

ධ
価
制
度
」
説
明
会（
Ｗ
ｅ

ｂ
ซ
用
）を
開
催
し
た
。
都

か
ら
の
委
託
を
受
け
、
申
請

受
付
に
当
た
り
説
明
会
を
実

施
し
た
も
の
。
な
お
、
18
日

の
説
明
会
後
、
グ
リ
ー
ン
・

エ
コ
ϓ
ロ
ジ
ỻ
ク
ト（
̜
̚

Ｐ
）
説
明
会
を
ซ
催
し
、
同

制
度
申
請
を
α
ϙ
ー
ト

す
る
̜
̚
Ｐ
の
取
り
組

み
な
ど
を

հ
し
た
。

14
日
の
説
明
会
に

は
、
都

ڥ
局

ڥ

改
善
部
の
東
ᑍ
左
ֆ

ࢠ
自
動
車

ڥ
՝
長

が
あ
い
͞
つ
。
東
ᑍ

՝
長
は
、「
都
で
は

２
０
３
０
年
Χ
ー

Ϙ
ン
ϋ
ー
フ
、
２
０

５
０
年
θ
ロ
エ
ϛ
ッ

シ
ἀ
ン
を
ܝ
げ
て
お

り
、
自
動
車
か
ら
の

̘
̤
２
ഉ

出
ྔ

減

の
取
り
組

み
は
ॏ
要
で
あ
る
。
貨
物
車

で
は
̚
̫
・
̛
̘
̫
の
導
入

と
あ
わ
せ
て
、
貨
物
輸
送
ධ

価
制
度
を
׆
用
し
、
օ
様
と

と
も
に
̘
̤
２
の

減
を
着

実
に
図
っ
て
い
き
た
い
」
と

ड़
べ
た
。

こ
の
後
、
東
ト
協
業
務
部

の
前

એ
ক
෭
参
事
が
ධ
価

制
度
の
֓
要
・
申
請
方
法
な

東
ト
協
は
こ
の
ほ
ど
、
目

標
を
ୡ
成
し
た
標
準
的
運
賃

届
出
の
取
り
組
み
を
͞
ら
に

入
社
前
の
ࡏ
ֶ
中
〈
令
和
６

年
度
中
〉に
準
中
ܕ
を
取
得

し
た
場
合
も
対
象
）し
て
い

る
者

（
２
）֎
国
人
ド
ラ
イ
バ
ー

東
ト
協
会
員
の
事
業
ॴ
に

ࡏ
੶
す
る
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ

バ
ー
で
、
①
自
動
車
運
送
業

分

特
定
ٕ
能
１
߸
ධ
価
ࢼ

）ݧ
ト
ラ
ッ
ク
）に
合
֨
、②

特
定
׆
動
の
ࡏ
ཹ
ࢿ
֨
を
取

得
、
③
６
年
４
月
１
日
以
降

に
受
講
し
、
֎
໔
切
ସ（
ී

通
໔
許
ま
た
は
準
中
ܕ
໔

許
）に
お
け
る
ٕ
能
・

ࣝ

確
認
に
合
֨
、
④
申
請
時
に

会
員
事
業
者
に
ࡏ
੶
し
、
運

転
者
と
し
て
ै
事
し
て
い
る

者ừॿ

ֹ
Ử

▽
特
ྫ
ڭ
習

受
講
費
用
の
３
分
の
１

（
上
限
10
ສ
ԁ
）

▽
準
中
ܕ
໔
許
取
得

（
ঁ
性
ド
ラ
イ
バ
ー
໔
許
取

得
事
業
分
）を
減
ֹ
す
る
。

ま
た
、
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協

会
に
よ
る「
ए
年
ド
ラ
イ
バ

新
規
取
得
お
よ
び
ී
通
໔

許
取
得
後
に
取
得
＝
上
限
４

ສ
ԁ５

Ἁ
限
定
準
中
ܕ
໔
許
の

限
定
ղ
আ
＝
上
限
２
ສ
５
０

０
０
ԁ

▽
֎
໔
切
ସ
講
習

受
講
費
用
の
２
分
の
１

（
上
限
４
ສ
ԁ
）

˞
１
事
業
者
当
た
り
の
ॿ

成
ֹ
は
、
合
計
で
30
ສ
ԁ
を

上
限
と
す
る

同
ॿ
成
制
度
は
、
東
ト
協

が
実
施
す
る
ঁ
性
・
உ
性
ド

ラ
イ
バ
ー
໔
許
取
得
ॿ
成
制

度
と
の
ซ
用
が
可
能
ͩ
が
、

取
得
費
用
を
超
え
た
場
合
は

ॿ
成
ֹ
を
減
ֹ
す
る
。

ɹ
ɹ
ɹ
˖
ɹ
ɹ
ɹ
˖

֤
事
業
の
ৄ
ࡉ
は
、
東
ト

協
ϗ
ー
ム
ϖ
ー
ジ
を
参
র
。

▽
問
い
合
わ
せ
先
＝
東
ト

協
業
務
部
交
通・
ڥ
（̜
☎

03
・
３
３
５
９
・
６
２
５
７
）

東
ト
協
は

全
日
本
ト
ラ

ッ
ク
協
会
の

取
次
事
業
と

し
て
、
令
和

７
年
度「
ए

年
ド
ラ
イ
バ

ー
等
確
保
の

た
め
の
運
転

໔
許
取
得
支

援
ॿ
成
事

業
」
の
申
請

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
報

告
規
則
の
定
め
に
よ
り
、
֤

ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
に

は
、
事
業
実

報
告
ॻ
の
ఏ

出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

る
。こ

れ
に

い
、
東
京
都
ト

ラ
ッ
ク
協
会
は
֤
会
員
事
業

者
に
対
し
、
ఏ
出
期
限
ま
で

に
ॴ
ଐ
支
部
事
務
局
、
ま
た

②
事
業
報
告
ॻ（
営

業
報
告
ॻ
）
＝
報
告
規

則
に
基
づ
き
、
ຖ
事
業

年
度
経
過
後
１
０
０
日

以
内
に
ఏ
出

˞
ܾ
算
期
が
３
月
の

事
業
者
は
、
事
業
実


報
告
ॻ
と
同
様
の
期
日

ま
で
に
ఏ
出
す
る
こ
と
。

は
東
京
運
輸
支
局


ఏ
出
す
る
よ
う
ݺ
び

か
け
て
い
る（
東
ト

協
ϗ
ー
ム
ϖ
ー
ジ
か

ら
報
告
ॻ
の
様
ࣜ
・

記
入
ྫ
を
μ

ン
ロ

ー
ド
可
能
）。

〈
ର

ࣄ
ۀ
ऀ
〉

令
和
７
年
３
月
31

日
現
ࡏ
で
、
貨
物
自

動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
有

す
る
、す
べ
て
の
事
業
者（
同

日
時
点
で
運
輸
開
始
を
し
て

い
な
い
新
規
許
可
事
業
者
を

আ
く
）

〈
ఏ
ग़
ใ
ࠂ
ॻ
ɾ
ظ
ݶ
〉

①
事
業
実

報
告
ॻ（
６

年
４
月
１
日
～
７
年
３
月
31

日
の
期
間
）
＝
ॴ
ଐ
支
部
事

務
局
に
ఏ
出
す
る
場
合
ʗ
６

月
25
日
ま
で
▽
東
京
運
輸
支

局
に
ఏ
出
す
る
場
合
ʗ
７
月

10
日
ま
で

ど
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

昨
年
度
と
申
請
方
法
や
制

度
に
大
き
な
ม
更
は
な
く
、

ク
Ϩ
ー
ン
付
き
車
྆
の
必
要

ॻ
ྨ
や
̜
̚
Ｐ
参
加
事
業
者

の
ఴ
付
ॻ
ྨ
の
一
部
ল
ུ
な

ど
、
ҙ
点
を
説
明
し
た
。

東
ト
協
で
は
ط
に
ධ
価
申

請
の
受
付
を
行
っ
て
お
り
、

受
付
期
限
は
༣
送
・
ϝ
ー

ル
申
請
が
５
月
21
日（
必
着
）

ま
で
、૭
口（
持
参
）申
請
は

５
月
23
日
午
後
５
時
ま
で
。

進
め
、
荷
主
と
の
運

賃
交
渉
実
施
の
ࢿ
料

と
な
る
国
土
交

通
ল
制
」』࡞
標

準
的
運
賃
」̦
ˍ
Ａ
集
』

（
令
和
６
年
10
月
時
点
）

を
全
会
員
事
業
者
に
配

国
土
交
通

ল
は
、「
標
準

的
運
賃
に
係

る
実
ଶ
調

査
」
の
回
答

期
限
を
４
月

30
日
ま
で
Ԇ

長
し
た
。

貨
物
運
送

事
業
者
を
対
象
に
標
準
的
運

ー
等
確
保
の
た
め
の
運
転
໔

許
取
得
支
援
ॿ
成
事
業
」
と

の
ซ
用
は
で
き
な
い
。

イ
バ
ー
の
࠾
用
を
支

援
す
る
た
め
、
新
た

に
運
転
者
と
し
て
࠾
用
し
た

ए
年
ド
ラ
イ
バ
ー
な
ど
の
特

ྫ
ڭ
習（
中
ܕ
・
大
ܕ
໔
許

の
取
得
に
係
る
年
ྸ
・
運
転

経
ྺ
要
݅
を
引
き
下
げ
る
受

ݧ
ࢿ
֨
特
ྫ
ڭ
習
）の
受
講

や
、
準
中
ܕ
໔
許
取
得
に
係

る
費
用
の
一
部
を
ॿ
成
す
る

も
の
。

ま
た
、
ࠓ
年
度
よ
り
֎
໔

切
ସ
講
習（
指
定
自
動
車
ڭ

習
ॴ
が
実
施
す
る
、
ී
通
໔

許
・
準
中
ܕ
໔
許
に
係
る
֎

国
໔
許
切
ସ
手
続
き
に
お
け

る
ٕ
能
確
認
・

ࣝ
確
認
に

合
֨
す
る
た
め
に
、
必
要
な

ٕ
能
・

ࣝ
を
習
得
す
る
た

め
の
講
習
）の
受
講
に
係
る

費
用
も
ॿ
成
の
対
象
と
な
る
。

ừ
ਃ

ड

ظ
ؒ
Ử

４
月
18
日
～
８
年
２
月

28
日（
予
算
ֹ
に
ୡ
し
次
第
、

受
付
ऴ
ྃ
）。
同
期
間
中
に

ॿ
成
金
申
請
ॻ
を
ఏ
出
し
た

も
の
が
対
象

ừ
ॿ

ର

Ử

（
１
）ए
年
ド
ラ
イ
バ
ー

東
ト
協
会
員
の
事
業
ॴ
に

ࡏ
੶
す
る
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ

バ
ー
で
、
①
６
年
４
月
１
日

以
降
に
࠾
用
、
②
ฏ
成
元
年

６
月
２
日
以
降
の
ੜ
ま
れ
、

③
６
年
４
月
１
日
以
降
に
指

定
自
動
車
ڭ
習
ॴ
等
を
׆
用

し
、特
ྫ
ڭ
習
を
受
講
म
ྃ
、

ま
た
は
準
中
ܕ
໔
許
を
取
得

し
、
そ
の
費
用
全
ֹ
を
会
員

事
業
者
が
ෛ
担
、
④
申
請
時

に
会
員
事
業
者
に
ࡏ
੶
し
、

ド
ラ
イ
バ
ー
と
し
て
ै
事

（
ߴ
等
ֶ
ߍ
新
ଔ
者
な
ど
で
、

受
付
を
行
う
。

ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の

ߴ
ྸ
化
が
進
行
し
、
人
手
ෆ


の
状
況
が
継
続
し
て
い
る

中
で
、
ए
年
・
֎
国
人
ド
ラ

賃
の
ਁ
ಁ
・
׆
用
状
況
な
ど

の
実
ଶ
を

Ѳ
す
る
た
め
、

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し

て
い
る
も
の
。

左
記
の
二
次
元
コ
ー
ド
か

ら
Ｗ
ｅ
ｂ
ア
ン
ケ
ー
ト
フ
ォ

ー
ム
で
回
答
を
入
力
す
る
。


し
た
。（
ࣸ
ਅ
ɾ
ຊ
߸
ʹ
ಉ

෧
）東

ト
協
で
は
、
標
準
的
運

賃
の
届
出
に
当
た
り
、
֤
支

部
を
通
じ
て
会
員
事
業
者
に

説
明
し
て
い
た
。
̦
ˍ
Ａ
集

は
、
標
準
的
運
賃
に
つ
い

て
改
め
て
ཧ
ղ
を
ਂ
め
、

運
賃
交
渉
に

立
つ
運

賃
・
料
金
の
算
定
方
法
な

ど
を
収

し
た
ࢿ
料
と
な

っ
て
お
り
、
׆
用
を
ݺ
び

か
け
て
い
る
。

౦
τ
ڠ
ࣄ

ہ
ਓ
ࣄ

（
４
月
21
日
）

適
正
化
事
業
部
適
正
化
事

業
グ
ル
ー
ϓ
෭
参
事（
新
規

࠾
用
）ക
本

ࢤ

二次元コード

東ト協 免許取得費用を助成
एɾ֎ࠃਓυϥΠόʔ͕ର

Λ༺׆੍ݮ̤̘̎

શ
τ
ڠ
औ
࣍

事
業
࣮

ใ
ࠂ
ॻఏग़

ݶظ
̒月�5日ॴଐࢧ෦

̓月1�日౦ӡہࢧ

東ト協

運
స
໔
ڐ
औ
ಘ
ࢧ
ԉ

౦
ژ
͠
͝
ͱ
ࡒ
ஂ

教
習
費
用
２
分
の
１
を
助
成

౦
ژ
「
՟

༌
ૹ
ධ
Ձ
੍

」આ
໌
ձ

౦
τ
ڠ

̓
年


ࠃ
ަ
ল

標準的運賃に
係る実態調査

東ト協
「
標
準
的
運
賃
」

Ｑ
＆
Ａ
集
を
配
布

ՙ
ओ
ͱ
ͷ
ӡ

ަ
ব
Λ
α
ϙ
ồ
τ

̐
月
��
日
·
Ͱ
Ԇ
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東
ト
協
は
４
月
４

日
か
ら
、
全
日
本
ト

ラ
ッ
ク
協
会
の
取
り

次
͗
事
業
と
し
て
、

令
和
７
年
度「
ド
ラ

イ
バ
ー
等
҆
全
ڭ
ҭ
܇
࿅
ଅ

進
ॿ
成
事
業
」
の
申
請
受
付

を
行
っ
て
い
る
。

受
付
期
間
は
８
年
３
月
30

日
ま
で（
先
着
順
ʗ
予
算
ֹ

に
ୡ
し
次
第
、受
付
ऴ
ྃ
）。

７
年
３
月
７
日
～
４
月
３
日

東
ト
協
は
４
月
１
日
か

ら
、
交
通
事
ނ

止
׆
動
の

一

と
し
て
、
令
和
７
年
度

「
運
転
者
適
性

அ（
初



அ
・
適
ྸ

அ
）受

ॿ
成
」

の
申
請
受
付
を
行
っ
て
い
る
。

初

運
転
者
・
ߴ
ྸ
運
転

者
の
受

ଅ
進
を
図
る
と
と

も
に
、
運
行

ཧ
者
に
よ
る


அ
結
果
に
基
づ
く
適
切
な

指
導
の
た
め
実
施
し
て
い
る

も
の
。

実
施
要
ྖ
は
、次
の
通
り
。

ừ
ࣄ
ۀ
ظ
ؒ
Ử

４
月
１
日
～
８
年
３
月

31
日（
予
算
ֹ
に
ୡ
し
次
第
、

受
付
ऴ
ྃ
）

ừ
ิ
ॿ
ର

Ử

東
ト
協
の
会
員

事
業
ॴ
に
ॴ
ଐ
す

る
運
転
者
な
ど

で
、
協
定
先
認
定
機
関
で
受


す
る
初


அ
お
よ
び
適

ྸ

அ

ừ
ิ
ॿ
ۚ
ֹ
Ử

受

１
人
当
た
り
２
０
０

０
ԁ

ừ
ڠ
ఆ
ઌ
ೝ
ఆ
ػ
ؔ
Ử

▽
自
動
車
事
ނ
対
策
機
構

東
京
主

支
ॴ（

ా
۠
ۋ

ࢳ
１
の
２
の
１
ア
ル
Χ
η
ン

ト
ラ
ル
ビ
ル
８
階
）

▽
Ϡ
Ϛ
ト
・
ス
タ
ッ
フ
・

α
ϓ
ラ
イ
東
京
ݚ
म
η
ン
タ

ー（
ߐ
ށ

۠
東
ᷤ
西
６
の

２
の
３
第
ࡾ
ਢ
ࡾ
ビ
ル
２

階
）▽

こ
こ
Ζ
ー
ど（
大
ా
۠

ו
ా
５
の
15
の
８
ו
ా
月
ଜ

ビ
ル
６
階
）

▽
ਿ
ฒ
交
通
第
二

҆
全
ݚ
म
η
ン
タ
ー（
ਿ
ฒ

۠
ߴ
Ҫ
ށ
東
３
の
35
の
５
）

▽
京
成
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス

ク
ー
ル（
ᷤ
০
۠
ߴ
࠭
５
の

54
の
10
）

▽
੨
৳
࢈
業
運
輸（
࡛
ۄ

ݝ
入
間
ࢢ
ೆ
็
１
０
８
８
の

２
）▽

ඈ
ௗ
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
Χ

Ϩ
ッ
ジ
日
（
日

ࢢ
Ѵ
が

ٰ
１
の
１
の
２
）

受

手
続
き
は
、
ॴ
ଐ
支

部
か
ら
事
前
に「
適
性

அ

受

ґ
པ
ॻ
」
の
交
付
を
受

け
た
上
で
、
ر

す
る
協
定

先
認
定
機
関

予
約
し
、
同

ґ
པ
ॻ
を
受

૭
口
に
ఏ
出

す
る
。

▽
問
い
合
わ
せ
先
＝
東
ト

協
業
務
部
交
通・
ڥ
（̜
☎

03
・
３
３
５
９
・
３
６
１
８
）

の
間
の
申
し
込
み
に
つ
い
て

は
、
っ
て
対
象
と
す
る
。

ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
や

҆
全
運
転

ཧ
者
な
ど
の
҆

全
ڭ
ҭ
܇
࿅
を
支
援
・
ଅ
進

す
る
た
め
、
全
ト
協
が
定
め

た
特
定
ま
た
は
指
定
ݚ
म
施

設
の
受
講
料
に
つ
い
て
ॿ
成

す
る
も
の
で
、
会
員
事
業
者

の
都
内
事
業
ॴ
に
ۈ
務
す
る

ド
ラ
イ
バ
ー
な
ど
が
対
象
。

ॿ
成
対
象
人
数
は
１
社
10
人

ま
で
。

ॿ
成
ֹ
は
一
ൠ
ݚ
म（
１

ധ
２
日
）が
１
人
１
ສ
ԁ
、特

ผ
ݚ
म（
２
ധ
３
日
ʗ
４
ധ

５
日
）は
受
講
料
の
７
割
を

ॿ
成
。
҆
全
性
༏
ྑ
事
業
ॴ

（
̜
Ϛ
ー
ク
）の
場
合
は
、原

則
受
講
料
全
ֹ
を
ॿ
成
す
る
。

申
し
込
み
手
続
き
は
、
東

ト
協
の
ॿ
成

に
ۭ
き
が
あ

る
か
を
確
認
の
上
、
֤
҆
全

ڭ
ҭ
܇
࿅
施
設
に
予
約
し
、

ॿ
成
申
請
を
行
う
。

ৄ
ࡉ
は
、
全
ト
協
ま
た
は

東
ト
協
ϗ
ー
ム
ϖ
ー
ジ
を
参

র
。▽

問
い
合
わ
せ
・
申
請
先

＝
東
ト
協
業
務
部
交
通
・


ڥ
（̜
☎
03
・
３
３
５
９
・

３
６
１
８
、
̛
Ａ
̭
03
・
３

３
５
９
・
４
９
８
３
）

߁

அ
ॿ
成
事
業
」（
̐
݄
ø÷


߸
ط
ใ
）に
つ
い
て
、
一

定
の

݅
に
よ
り
受

費
用

の
一
部
を
１
人
当
た
り
２
０

０
０
ԁ
に
ഒ
増
し
て
ॿ
成
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
ੵ
極
的

な
利
用
を
ݺ
び
か
け
て
い
る
。

▽
問
い
合
わ
せ
先
＝
東
ト

東
京
都
ト
ラ

ッ
ク
協
会
は
６

月
７
・
８
日

（
土・日
༵
日
）、

令
和
７
年
度
第

１
回「
本
部
集

団
健

」（
定
期

健
߁

அ
）を

実
施
す
る（
ຊ
߸
ʹ
Ҋ

ν

ラ
γ
Λ
ಉ
෧
）。

受

対
象
は
東
ト
協
会
員

事
業
ॴ
に
ࡏ
੶
す
る
ै
業

員
。定
期
健

項
目
の
ほ
か
、

؟
ఈ
検
査
・
大

が
Μ
検


の
受

も
可
能
。

申
し
込
み
は
５
月
１
日
ま

で（
受


に
ۭ
き
が
あ
る

場
合
、
受
付
期
間
以
降
も
受

け
付
け
る
）。
開
催
日
時
は
、

原
則
と
し
て
ද
の
通
り
。
２

日
間
合
計
で
10
の
時
間
ଳ
ผ

に
֤
40
人（
ද
の
ᶈ
の
み
20

人
）、
֤
時
間
ଳ
に
つ
き
１

事
業
者
10
人
ま
で
申
し
込
み

が
可
能
。

申
し
込
み
は
、
東
ト
協
ϗ

ー
ム
ϖ
ー
ジ
の「
申
し
込
み

フ
ォ
ー
ム
」か
ら
行
う
。

会
場
は
東
ト
総
合
会
ؗ
、

受
付
は
１
階
ロ
ビ
ー
に
て
。

会
場
で
は
Ϛ
ス
ク
の
着
用
、

手
指
の
ফ
ಟ
を
行
う
必
要
が

あ
り
、
ま
た
֤
時
間
ଳ
の
受

付
開
始
直
後
は
ロ
ビ
ー
が
ࠞ

ࡶ
す
る
た
め
、
受
付
時
間
内

で
の
分
ࢄ
に
よ
る
来
ؗ
を
ݺ

び
か
け
て
い
る
。

本
部
集
団
健

は
、
定
期

健

受

率
向
上
対

策
の
一

と
し
て
、

֤
支
部
に
お
け
る
集

団
健

を
ิ

す
る

ܗ
で
実
施
し
て
い
る

も
の
。

東
ト
協
で
は
、
ド

ラ
イ
バ
ー
フ
Ỹ
ー
ス

ト
の
ࢹ
点
に
基
づ
い

て
ॏ
点
的
な
事
業
を

展
開
し
て
お
り
、
そ

の
一

と
し
て
、
ド

ラ
イ
バ
ー
の
定
期
健


の
受

ଅ
進
を
図

る
た
め
、７
年
度「
健

協
業
務
部
交
通・
ڥ
（̜
☎

03
・
３
３
５
９
・
６
２
５
７
）

東
ト
協
は
４
月
９
日
か

ら
、
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会

の
取
次
事
業
と
し
て
、
令
和

７
年
度「
݂
ѹ
計
導
入
ଅ
進

ॿ
成
事
業
」
の
申
請
受
付
を

行
っ
て
い
る
。

過
労
ࢮ
や
健
߁
ى
因
事

ނ
の
原
因
と
な

る

ߎ
࠹
や
৺

ے
ߎ
࠹
な
ど
の


・
৺
ଁ
࣬
ױ

は
ߴ
݂
ѹ
が
要
因
と
͞
れ
て

お
り
、
そ
の
予

と
し
て
݂

ѹ
ଌ
定
が
ॏ
要
で
あ
る
こ
と

か
ら
、

務
前
点
ݺ
に
お
け

る
݂
ѹ
ଌ
定
に
׆
用
で
き
る

ߴ
機
能
な
݂
ѹ
計
の
ී
ٴ
を

図
る
た
め
、
費
用
の
一
部
を

ॿ
成
す
る
も
の
。

ॿ
成
事
業
の
実
施
要
ྖ

は
、次
の
通
り
。

ở
ਃ

ड

ظ
ؒ
Ỡ

４
月
９
日
～
８
年
１
月

30
日（
予
算
ֹ
に
ୡ
し
次
第
、

受
付
ऴ
ྃ
）

˞
４
月
１
日
以
降
に
ߪ
入

し
た
機
ث
に
つ
い
て
は
、


っ
て
対
象
と
す
る

ở
ॿ

ֹ
Ỡ

１

に
つ
き
上
限
５
ສ
ԁ

と
し
、取
得
価
（֨
੫
ผ
）の

２
分
の
１
ま
で

東
ト
協
は

全
日
本
ト
ラ

ッ
ク
協
会
取

次
事
業
と
し

て
、
令
和
７

年
度「
自
動

点
ݺ
機
ث
・

̙
̭
導
入
ଅ

進
ॿ
成
事

業
」
の
申
請

受
付
を
行
う
。

中
小
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業

者
を
対
象
と
し
て
、
輸
送
の

҆
全
確
保
の
根
װ
を
成
す

運
行

ཧ
に
つ
い
て
、
҆
全

性
の
向
上
や
労
働

ڥ
の
改

善
、
人
手
ෆ

の
ղ
ফ
な
ど

に
ࢿ
す
る
た
め
、
国
土
交
通

ল
認
定
の
自
動
点
ݺ
機
ث
・

シ
ス
テ
ム
導
入
費
な
ど
に
つ

い
て
一
部
ॿ
成
す
る
も
の
。

ࠓ
年
度
も
全
ト
協
ॿ
成
に
加

え
、
東
ト
協
も
ॿ
成
す
る
。

予
算
ֹ
は
全
ト
協
分
が
７
０

０
０
ສ
ԁ（
７
０
０

分
）、

東
ト
協
分

が
５
０
０

ສ
ԁ（
50

分
）。

実
施
要
ྖ
は
次
の
通
り
。

ừ
ਃ

ड

ظ
ؒ
Ử

４
月
18
日
～
８
年
２
月
27

日（
必
着
ʗ
全
ト
協
・
東
ト

協
の
交
付
限
度
総
数
に
ୡ
し

た
時
点
で
受
付
ऴ
ྃ
）

ừ
ॿ

ֹ
ɾ
ॿ



Ử

▽
自
動
点
ݺ
機
ث
の
導

入
費
用（
機
ث
本
体
の
ほ
か
、

部

や
付
ଐ

、
η
ッ
ト
ア

ッ
ϓ
な
ど
の
費
用
、
ܖ
約
期

間
中
の
α
ー
ビ
ス
利
用
料
を

ؚ
Ή
ʗ
ফ
費
੫
は
ؚ
ま
な

い
）に
つ
い
て
、
10
ສ
ԁ
を

上
限
に
ॿ
成

▽
申
請

数
は
年
度
内
１

事
業
者
当
た
り
１

。
都
内

に
҆
全
性
༏
ྑ
事
業
ॴ（
̜

Ϛ
ー
ク
事
業
ॴ
）を
有
す
る

事
業
者
に
つ
い
て
は
２

ま

で（
１

当
た
り
上
限
10
ສ

ԁ
）˞

全
ト
協
・
東
ト
協
の
ॿ

成
の
ซ
用
が
可
能（
た
ͩ
し
、

１

の
ॿ
成
総
ֹ
は
機
ث
導

入
費
用
分
ま
で
）

ừ
ॿ

ର

ཁ
݅
Ử

①
東
ト
協
会
員
の
中
小
ا

業
者（
ࢿ
本
金
も
し
く
は
出

ࢿ
総
ֹ
が
３
ԯ
ԁ
以
下
、
ま

た
は
ৗ
時
使
用
す
る
ै
業
員

数
が
３
０
０
人
以
下
）、
②

導
入
し
た
営
業
ॴ
が
都
内
に

あ
る
こ
と

ừ
ॿ

ର

ػ
ث
Ử

国
交
ল
認
定
の
自
動
点
ݺ

東
ト
協
フ
ỻ
ス
タ
２
０
２

５
実
行
ϓ
ロ
ジ
ỻ
ク
ト（
リ

ー
μ
ー・
本
勝

෭
会
長
）

は
４
月
15
日
、
東
ト
総
合
会

ؗ
で
、
第
３
回
Ｗ
（̜
ϫ
ー

ở
ର

ػ
ث
Ỡ

全
ト
協
指
定
機
ث
。
ৄ
ࡉ

は
東
ト
協
ϗ
ー
ム
ϖ
ー
ジ

（
̝
Ｐ
）を
参
র

ở
ॿ

ର

Ỡ

東
ト
協
会
員
の
中
小
ا

業
者（
ࢿ
本
金
も
し
く
は
出

ࢿ
総
ֹ
が
３
ԯ
ԁ
以

下
、
ま
た
は
ৗ
時
使

用
す
る
ै
業
員
の
数

が
３
０
０
人
以
下
）

申
請
ॻ
ྨ
や
申
請
方
法
な

ど
ৄ
ࡉ
に
つ
い
て
は
、
東
ト

協
̝
Ｐ
参
র（
ॻ
ྨ
様
ࣜ
の

μ

ン
ロ
ー
ド
が
可
能
）。

▽
問
い
合
わ
せ
先
＝
東
ト

協
業
務
部
交
通・
ڥ
（̜
☎

03
・
３
３
５
９
・
６
２
５
７
）

機
ث
で
、
４
月
１
日
～
８
年

２
月
27
日
の
間
に
ܖ
約
、
も

し
く
は
利
用
開
始
し
た
も
の

で
、
受
付
期
間
中
に
申
請
し

た
も
の

ৄ
ࡉ
は
東
ト
協
ϗ
ー
ム
ϖ

ー
ジ
を
参
র（
ॻ
ྨ
様
ࣜ
の

μ

ン
ロ
ー
ド
が
可
能
）。

▽
問
い
合
わ
せ
先
＝
東
ト

協
業
務
部
交
通・
ڥ
（̜
☎

03
・
３
３
５
９
・
３
６
１
８
）

Ω
ン
グ
グ
ル
ー
ϓ
・
Ｗ
ｅ
ｂ

ซ
用
）を
開
催
し
た
。

同
Ｗ
̜
の
ᖒ
഼
३
リ
ー
μ

ー
は
、「
ケ
ー
ϒ
ル
テ
Ϩ
ビ

̟
⽅
̘
̤
̢
で
フ
ỻ
ス
タ
開

催
を
ア
ϐ
ー
ル
す
る
。
９
月

14
日
に
向
け
て
、
準
備
を
進

め
て
い
き
た
い
」
と
あ
い
͞

つ
し
た
。

議
事
で
は
、
会
場
Ϩ
イ

ア

ト
、
来
場
者
ア
ン
ケ

ー
ト
の
告

・
収
集
方
法
、

̡
Ｐ（
ラ
ン
σ
ィ
ン
グ
ϖ

ー
ジ
）、
̨
̣
̨
の
配
信

な
ど
に
つ
い
て
検
討
。
東

ト
協
本
部
・
支
部
が
一
ؙ

と
な
り
、
フ
ỻ
ス
タ
の
成

ޭ
を
目
指
す
た
め
、
ࠓ
年

度
も
全
会
員
事
業
者

の

協
ࢍ
を
正
෭
会
長
に
ࢾ
る

こ
と
と
し
た
。

東
ト
協
は
４
月

か
ら
、
令
和
７
年

度「
信
用
保
証
協

会
の
保
証
料
に
対

す
る
ॿ
成
事
業
」

を
行
っ
て
い
る

（
Ҋ

ν
ラ
γ
Λ

ಉ
෧
）。

会
員
事
業
者
の

経
営
の
҆
定
に
ࢿ
す
る
た

め
、
η
ー
フ
テ
ィ
ω
ッ
ト
保

証
や
ܹ
ਙ
ࡂ

関
連
保
証
に

係
る
۠
ࢢ
ொ
ଜ
長
の
認
定
を

受
け
た
会
員
事
業
者
に
対

し
、
信
用
保
証
料
の
一
部
を

ॿ
成
す
る
。

ừ
ॿ

ର

Ử

①
ܠ
況
の
ѱ
化
な
ど
に
よ

り
、
経
営
の
҆
定
に
支
ো
が

ੜ
じ
て
い
る
会
員
事
業
者

で
、
η
ー
フ
テ
ィ
ω
ッ
ト
保

証
に
係
る
۠
ࢢ
ொ
ଜ
長
の
認

定
に
基
づ
き
、
信
用
保
証
協

会
の
保
証
を
受
け
、
信
用
保

証
料
を
支
払
っ
た
会
員
事
業

者
②「
ܹ
ਙ
ࡂ

」
に

う

ඃ

な
ど
に
係
る
۠
ࢢ
ொ
ଜ

長
な
ど
の「
り
ࡂ
証
明
ॻ
」

に
基
づ
き
、
信
用
保
証
協
会

の
保
証
を
受
け
、
信
用
保
証

料
の
支
払
い
を
行
っ
た
会
員

事
業
者

ừ
ۚ
༥
ػ
ؔ
ͷ
ൣ
ғ
Ử

信
用
保
証
協
会
が
ି
付
金

な
ど
の
࠴
務
保
証
を
行
う
す

べ
て
の
金
༥
機
関

ừ
ॿ

ֹ
Ử

１
事
業
者
当
た
り
、
必
要

保
証
料
の
２
分
の
１
の
ֹ
に

つ
い
て
20
ສ
ԁ
を
限
度
と
し

て
ॿ
成
。

ܹ
ਙ
ࡂ

関
連
保
証
の
場

合
は
、
40
ສ
ԁ
を
限
度
と
す

る（
い
ͣ
れ
も
限
度
ֹ
に
ୡ

す
る
ま
で
再
ॿ
成
）

˞
ެ
的
機
関
か
ら
ॿ
成
を

受
け
た
場
合
、
そ
の
ֹ
を
ࠩ

し
引
い
た
金
ֹ
が
ॿ
成
対
象

ừ
ద
༻
ظ
ؒ
Ử

７
年
４
月
１
日
～
８
年
２

月
28
日
の
間
に
信
用
保
証
協

会
が
保
証
し
た
日（
７
年
１

月
１
日
～
３
月
31
日
ま
で
の

आ
り
入
れ
に
対
す
る
信
用
保

証
料
は
、૬
ஊ
に
よ
り
対
応
）

ừ
ਃ

ड

ظ
ؒ
Ử

７
年
４
月
�
日
～
８
年
３

月
�
日（
༣
送
ま
た
は
持
参

ʗ
土
・
日
༵
、
ॕ
日
、
年


年
始
の
ٳ
日
を
আ
く
）

ừ
ॿ

ۚ
ͷ
ฦ
ೲ
Ử

༥
ࢿ
の
܁
り
上
げ
償
ؐ
を

行
っ
た
場
合
な
ど
で
、
信
用

保
証
協
会
か
ら
保
証
料
の
ฦ

ؐ
を
受
け
た
場
合
、
そ
の
日

か
ら
14
日
以
内
に
東
ト
協
に

申
告
し
、
ฦ
ؐ
ֹ
に
૬
当
す

る
ॿ
成
金
を
ฦ
ೲ
す
る

▽
問
い
合
わ
せ
先
＝
東
ト

協
財
務
部
交
付
金
会
計
̜

（
☎
03
・
３
３
５
９
・
４
１

３
６
）

◆健診開催日時◆

６月７日（土） ６月８日（日）
①  ８  時30分～  ９  時30分 受付終了 ⑦  ８  時30分～  ９  時30分 受付終了

②  ９  時30分～10時30分 受付終了 ⑧  ９  時30分～10時30分

③10時30分～11時30分 ⑨10時30分～11時30分

④11時30分～12時30分 ⑩11時30分～12時30分

⑤14時30分～15時30分 ※申し込みは原則、時間帯別と
し、①～⑩のいずれかの枠
で。定員は各時間帯とも40
人、⑥のみ20人⑥15時30分～16時00分

౦
τ
ڠ

ਃ
͠
ࠐ
Έ
̑
݄
̍

·
Ͱ

̍
ਓ
̎
̌
̌
̌
ԁ
Λ
ॿ


ӡ
స
ऀ
ద
ੑ

அ
ड

ॿ


౦τڠड

６
月
７
・
８
日
実
施

開催に向けて広報展開へ

本部集団健診東ト協
第̍回ॳ


ɾ
ద
ྸ

அ

̍
ਓ
̎
̌
̌
̌
ԁ

શト協

東ト協

݂
ѹ
ܭ
ಋ
ೖ
ଅ
ਐ
ॿ


上
限
５
万
円

શ
τ
ڠ
औ
࣍

東ト協

ࣗಈثػݺಋೖʹॿ
̍ࣾ�্ݶ��ສԁ

શ
τ
ڠ
ॿ

ͱ
ͷ
ซ
༻

Մ


安
全
教
育
訓
練
の
促
進
助
成

̔
年
̎
月
2þ
日
·
Ͱ

ਃ


ड


৴
༻
อ
ূ
ྉ
を
ॿ


̍ࣾ2÷ສԁΛݶ ౦
τ
ڠ

フ
ェ
ス
タ
実
行

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

東ト協

υ
ϥ
Π
ό
ồ
ɾ

ཧ
ऀ
ର




第1319号 ̎̌ ̎̑ ʢྩ̓ʣ̐ ݄�� （ � ）総 合

注：�営業用貨物車の関与事故件数とは、第１または第２当事者のどちらか一方が営業用貨物車であった事故の������
件数をいう。ただし、第１および第２当事者がともに営業用貨物車であった事故は件数を１件とする。

※表中の（前年比）は、関与事故件数のもの。

違反別  営業用トラック関与の交通事故 令和７年３月末年間累計
安全
不確認

前方
不注意

交差点
安全進行

歩行者
妨害

一時
不停止

ハンドル
ブレーキ

信号
無視

徐行
違反 右左折 その他 計

発

生

件

数

大
型

１当件数 24 9 7 1 0 3 0 0 0 16 60
関与事故件数 24 8 7 1 0 1 0 0 0 33 74
（前年比） +1 +4 −2 ±0 ±0 −5 ±0 ±0 ±0 +8 +6

中
型

１当件数 18 11 10 2 0 7 2 0 0 8 58
関与事故件数 19 12 10 2 0 7 2 0 0 26 78
（前年比） +3 −1 +1 ±0 ±0 +5 +2 ±0 −1 +5 +14

準
中
型

１当件数 27 28 14 3 1 2 2 0 0 25 102
関与事故件数 28 23 18 3 1 2 2 0 0 58 135
（前年比） −9 +1 −1 −2 −2 ±0 ±0 ±0 ±0 +7 −6

普
通
・
軽

１当件数 87 46 52 8 10 17 4 3 0 31 258
関与事故件数 91 45 61 8 10 17 4 2 0 95 333
（前年比） −11 +8 +9 −2 +5 +9 −3 ±0 ±0 −44 −29

合
計

１当件数 156 94 83 14 11 29 8 3 0 80 478
関与事故件数 162 88 96 14 11 27 8 2 0 212 620
（前年比） −16 +12 +7 −4 +3 +9 −1 ±0 −1 −24 −15

死
者
数

大型貨物車（１当） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中型貨物車（１当） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
準中型貨物車（１当） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
普通・軽貨物車（１当） 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

ɹྩ݄̓̏ 
ͷશҬࡏݱ

ͷަ௨ൃނࣄੜ݅ʢຊ
݅����ʣɺܭྦྷͰɺલ
ಉظൺ��݅ݮগ͕ͨ͠ɺࢮ
ऀ3�ਓͰಉ̍ਓͷ૿
Ճͱͳͬͨɻ
ɹӦۀ༻՟ंͷؔ༩ނࣄ
ʢʮҧผʯදͷԼஈʮʯ
রʣൃࢀ ੜ݅ʢຊྦྷܭʣ
ɺ���݅Ͱલಉظൺ��

̎ਓͰऀࢮগ͠ɺݮ݅
ಉ̎ਓͷݮগͱͳͬͨɻ
ɹܕྨނࣄผͰɺӈંࠨ
�3͕݅ނࣄޓͷं྆૬࣌
Ͱલಉظൺ̐݅૿Ճ͠ɺ
̌ऀࢮ ਓͩͬͨɻ
ɹҧผͰɺ̓ શෆ֬ೝ
ʹΑΔؔ༩݅ނࣄ͕���
݅Ͱɺલಉظൺ��݅ͷݮ
গͱͳͬͯ ͍Δɻ

たくさんの 笑顔が走る
　首都東京
たくさんの 笑顔が走る
　首都東京
たくさんの 笑顔が走る
　首都東京
たくさんの 笑顔が走る
　首都東京

問い合わせ先：東京都トラック協会 業務部交通・環境G

◎�事故を起こしたら直ちに運行を停止し、被害状況を確認する。
負傷者がいる場合は直ちに救護する。道路における危険防止
の措置をとり、警察、事業者に報告する。
ɹ࣌ ４月12日（土） ４時５分頃発生（曇天）
ɹॴ 足立区内（一般交通の用に供するその他の道路）
ऀࣄ ①自転車（女性80代死亡）×②事業用準中型貨物車（男性50代）

順番は過失の軽重を示すものではありません

ঢ়ɹگ

足立区東和 至 大谷田橋交差点

至 東和二丁目

֓ɹཁ
事業用準中型貨物車が葛西用水桜通りを大谷田橋交差点
方向から東和二丁目方向に進行し、自転車を追い抜く際
衝突し、救護義務と報告義務を怠り逃走したものである。

※事故速報は東ト協ホームページで PDF データも掲載しています

ܯ
ࢹ
ி
は
４
月
１
日
、
貨

物
集
配
中
の
車
྆
に
係
る
ற

車
規
制
の
見
直
し
を
行
い
、

令
和
６
年
度
の
貨
物
集
配
中

の
車
྆
ઐ
用
ற
車
ス
ϖ
ー
ス

と
し
て
、
38
か
ॴ
・
計
48


を

加
増
設
し
た
と
ެ
ද
し

た（
ݟ

͠

ॴ

Լ
ද
ࢀ

র
ࢹܯ。（

ி
で
は
ற
車
規
制
の

見
直
し
を
実
施
し
て
お
り
、

元
年
に
貨
物
車
ઐ
用
の
ற
車

ス
ϖ
ー
ス
を
設
置
し
て
以

来
、
設
置
Օ
ॴ
は
６
年
度
を

ؚ
め
、
計
１
８
２
か
ॴ
と
な

っ
て
い
る
。

東
京
都
ト
ラ
ッ
ク
協
会

は
、
ற
車
規
制
が
業
界
の
ੜ

࢈
性
向
上
、
労
働

݅
の
改

善
に
向
け
た
取
り
組
み
の
્


要
因
の
一
つ
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
物
流
政
策
委
員

会（
ࡾ
ଜ
Ғ
一

委

員
長
）で
対
応
策
を

検
討
し
、
こ
れ
ま
で

も
ܯ
ࢹ
ி
交
通
部
に

ற
車
規
制
の
見
直
し

を
要

し
て
き
た
。

昨
年
度
は
、
会
員

事
業
者

の
ற
車
違
反
取
締

り
に
係
る
状
況
等
の
調
査
結

果
に
基
づ
き
ற
車
規
制
の
見

直
し
要

エ
リ
ア
１
５
７
か

ॴ
を
取
り
ま
と
め
、
ࠓ
年
３

月
に
ܯ
ࢹ
ி
交
通
部
長
に
対

し
て
、
規
制
見
直
し
の
要


ॻ
を
ఏ
出
し
て
い
た（
̐
݄

ø÷

߸
ط
ใ
）。

ܯ
ࢹ
ி
は
、
業
界
要

を

全
日
本
ト
ラ
ッ

ク
協
会
は
、
５
月

を「
ト
ラ
ッ
ク
運

送
業
界
の
ඒ
化
月

間
」
に
設
定
し
、

昨
年
度
に
続
き
ෆ

法

）غ
ϙ
イ
ࣺ

て
）
対
策
と
し
て

「
ΰ
ϛ
は
持
ͪ
ؼ

Ζ
う
ʂ
」
Ω
Ỿ
ン

ϖ
ー
ン
を
実
施
す

る
。֤

事
業
者
に
お

౿
ま
え
、
貨
物
車
ઐ
用
ற
車

ス
ϖ
ー
ス
を
増
設
し
て
い
る

が
、
ґ
વ
と
し
て
ற
車
場
ॴ

は
ෆ

し
て
い
る
状
況
に
あ

る
。
こ
の
た
め
、
東
ト
協
物

流
政
策
委
員
会
で
は
引
き
続

き
ற
車
問
題
の
改
善
に
向
け

て
、
規
制
の
見
直
し
を
ٻ
め

て
い
く
方
針
ͩ
。

ま
た
、
同
委
員
会
は
、
当

該
ற
車
ス
ϖ
ー
ス
に
ற
車
す

る
ࡍ
、集
配
中
ϓ
Ϩ
ー
ト（
東

ト
協
ϗ
ー
ム
ϖ
ー
ジ
・
会
員

ઐ
用
ϖ
ー
ジ
に
ܝ
ࡌ
）を
、

ற
車
車
྆
の
μ
ッ
シ
ỿ
Ϙ
ー

ド
上
に
ܝ
示
す
る
と
と
も

に
、
ற
車
時
間
20
分
以
内
で

の
利
用
を
ݫ
क
す
る
よ
う
ٻ

め
て
い
る
。

ϒ
目
標
３
で
、
都
ಓ
府
ݝ
ト

ラ
ッ
ク
協
会
と
共
通
で
取
り

組
Ή「
行
動
月
間
」
の
施
策

の
一
つ
と
し
て
設
定
し
、５

月
の
ඒ
化
月
間
で
は
ΰ
ϛ
の

ෆ
法

غ
対
策
に
取
り
組
Ή

も
の
。

東
ト
協
で
は
、
車
内
ష
付

用
ス
テ
ッ
Χ
ー
を
会
員
事
業

者

配

予
定（
࣍
߸
ʹ
ಉ

෧
）。

い
て
は
、業
務
後
点
ݺ
の
ࡍ
、

ド
ラ
イ
バ
ー
に
車
内
ΰ
ϛ
の

ෆ
法

）غ
ϙ
イ
ࣺ
て
）


止
の
ݺ
び
か
け
を
ٻ
め
て
い

る
。全

ト
協
は
、「
ト
ラ
ッ
ク

運
送
業
界
の

ڥ
ビ
ジ
ἀ
ン

２
０
３
０

～
２
０
５
０
年

Χ
ー
Ϙ
ン
χ
ỿ
ー
ト
ラ
ル
に

向
け
て
～
」
を
策
定
し
、
業

界
全
体
で
Χ
ー
Ϙ
ン
χ
ỿ
ー

ト
ラ
ル

の
取
り
組
み
を
推

進
し
て
い
る
。
こ
の
中
の
α

貨物集配中の車両に係る駐車規制見直し場所一覧（令和6年度）
所轄署 実施場所（実施枠数） 時　間
月　島 中央区晴海3-13（1） 9 :00 ～ 21:00
月　島 中央区晴海5-1-9（1） 9 :00 ～ 21:00※
月　島 中央区晴海5-1-17（1） 9 :00 ～ 21:00※
高　輪 港区白金台2-9-12（1） 9 :00 ～ 21:00
高　輪 港区白金台1-2-37（2） 9 :00 ～ 21:00
高　輪 港区高輪1-23-28（2） 9 :00 ～ 21:00
高　輪 港区高輪1-23-26（1） 9 :00 ～ 21:00
高　輪 港区高輪1-23-23（2） 9 :00 ～ 21:00
高　輪 港区高輪1-27-47（1） 9 :00 ～ 21:00
高　輪 港区高輪1-27-44（2） 9 :00 ～ 21:00
高　輪 港区高輪3-5-25（1） 9 :00 ～ 21:00
高　輪 港区高輪3-5-23（1） 9 :00 ～ 21:00
麻　布 港区六本木3-14（1） 9 :00 ～ 21:00
池　上 大田区矢口1-2（2） 9 :00 ～ 21:00
世田谷 世田谷区池尻3-27（1） 9 :00 ～ 21:00
世田谷 世田谷区世田谷2-2（1） 9 :00 ～ 21:00
碑文谷 目黒区自由が丘1-30（1） 9 :00 ～ 21:00
碑文谷 目黒区八雲5-20（2） 9 :00 ～ 21:00
渋　谷 渋谷区恵比寿4-3（1） 9 :00 ～ 21:00
中　野 中野区東中野2-22（1） 9 :00 ～ 21:00
中　野 中野区東中野3-14（1） 9 :00 ～ 21:00
中　野 中野区東中野4-15（1） 9 :00 ～ 21:00
中　野 中野区本町4-39（1） 9 :00 ～ 21:00
本富士 文京区本郷3-1（1） 9 :00 ～ 21:00
王　子 北区王子5-1（1） 9 :00 ～ 21:00
西新井 足立区梅島3-3（1） 9 :00 ～ 21:00
綾　瀬 足立区大谷田4-9（1） 9 :00 ～ 21:00
亀　有 葛飾区亀有3-29（2） 9 :00 ～ 21:00
八王子 八王子市中町1-3（1） 7 :00 ～ 18:00
八王子 八王子市中町4-12（1） 7 :00 ～ 18:00
八王子 八王子市中町3-14（1） 7 :00 ～ 18:00
八王子 八王子市横山町7-5（1） 7 :00 ～ 18:00
八王子 八王子市横山町6-6（1） 7 :00 ～ 18:00
町　田 町田市原町田6-8（2） 11:00 ～ 19:00
町　田 町田市原町田6-9（1） 11:00 ～ 19:00
町　田 町田市原町田6-20（3） 11:00 ～ 19:00
町　田 町田市原町田6-21（1） 11:00 ～ 19:00
多摩中央 多摩市唐木田1-2（1） 9 :00 ～ 21:00
※令和7年6月整備完了予定
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東
京
都
ト
ラ
ッ

ク
運
送
事
業
協
同

組
合
連
合
会
は
こ

の
ほ
ど
、
第
42
回

「
運
賃
動
向
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
結

果
を
ま
と
め
た
。
調
査
対
象

時
期
は
１
月
31
日
時
点
。
回

答
数
は
１
５
８
事
業
者（
以

下
、
回
答
割
合
は
設
問
の
有

効
回
答
に
対
す
る
構
成
率
、

増
減
は
昨
年
７
月
実
施
の
前

回
調
査
比
）。

現
行
の
収
受
運
賃
・
料
金

は
標
準
的
運
賃
よ
り「
少
し

低
い
」（
38
・
9
％
）が
最
も

多
く
、こ
れ
に「
低
い
」（
34
・

４
％
）と「
極
め
て
低
い
」

自
由
民
主
党
ト
ラ

ッ
ク
輸
送
振
興
議
員

連
盟（
会
長
・
加
藤

勝
信
衆
議
院
議
員
）

は
４
月
17
日
、
総
会

を
開
催
し
、
貨
物
自

動
車
運
送
事
業
法
の

一
部
改
正
な
ど
に
つ
い
て
現

状
を
報
告
し
た
。

わ
が
国
の
物
流
の
持
続
可

能
性
の
確
保
お
よ
び
国
民
経

済
の
健
全
な
発
展
を
図
る
た

め
、
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー

の
適
切
な
賃
金
の
確
保
と
ト

ラ
ッ
ク
運

送
業
界
の

質
の
向
上

な
ど
を
目
的
と
し
て
、
貨
物

自
動
車
運
送
事
業
法
を
改
正

す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
担

保
す
る
た
め
の
新
法
の
制
定

が
必
要
と
説
明
。

事
業
法
の
一
部
改
正
案
で

は
、
①
許
可
の
更
新
制
度
の

導
入（
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業

の
許
可
に
つ
い
て
、５
年
ご

と
の
更
新
制
を
導
入
す
る
）、

②「
適
正
原
価
」
を
下
回
る

運
賃
お
よ
び
料
金
の
制
限

（
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
は
、

自
ら
貨
物
を
運
ぶ
時
や
、
他

年
４
月
告
示
を
継
続
使
用
」

（
14
・
６
％
）を
合
わ
せ
る

と
83
・
０
％
と
な
り
、「
届

出
し
な
い
」（
10
・
８
％
）は

前
回
か
ら
減
少
し
た
。

標
準
的
運
賃
の
交
渉
状
況

は
、「
交
渉
し
た
」（
41・４
％
）

が
最
も
多
く
、「
交
渉
す
る

予
定
」（
24
・
３
％
）と
合
わ

せ
て
65
・
７
％
と
全
体
の
約

３
分
の
２
と
な
る
。

交
渉
し
た
結
果
に
つ
い
て

は
、「
継
続
し
交
渉
中
」（
37
・

９
％
）が
最
も
多
く
、
６
・

８
㌽
増
加
し
、「
認
め
ら
れ

た
」（
31
・
０
％
）は
10
・
０

㌽
減
少
と
な
っ
た
が
、
交
渉

中
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か

の
事
業
者
に
運
送
を
委
託
す

る
時
は
、
国
土
交
通
大
臣
が

定
め
る「
適
正
原
価
」
を
継

続
し
て
下
回
ら
な
い
こ
と
を

義
務
化
〈
貨
物
利
用
運
送
事

業
者
に
つ
い
て
も
同
様
に
規

制
、
適
正
原
価
を
支
払
わ
な

い
荷
主
に
つ
い
て
は
違
反
原

因
行
為
に
該
当
す
る
も
の
と

し
て
是
正
指
導
を
実
施
、
標

準
的
運
賃
に
つ
い
て
は
廃

止
〉）、
③
委
託
次
数
の
制
限

（
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
お

よ
び
貨
物
利
用
運
送
事
業
者

関
東
運

輸
局
は
５

月
22
日
、

交
通
エ
コ

５
月
15
日
。

申
込
方
法
は
、
左
記
の
二

次
元
コ
ー
ド
か
ら
Ｗ
ｅ
ｂ
フ

ォ
ー
ム
に
必
要
事
項
を
入
力

す
る
。

▽
問
い
合
わ
せ
先
＝
交
通

エ
コ
ロ
ジ
ー
・
モ
ビ
リ
テ
ィ

ら
、
更
な
る
粘
り
強
い
運
賃

交
渉
が
必
要
で
あ
る
。
な

お
、「
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
」

（
20
・
７
％
）は
０
・
６
㌽

減
少
し
て
い
る（
グ
ラ
フ
②
）。

労
働
力
お
よ
び
２
０
２
４

年
問
題
に
つ
い
て
、
運
転
者

財
団
グ
リ
ー
ン
経
営
業

務
室（
☎
03
・
５
８
４

４
・
６
２
７
６
）

ロ
ジ
ー
・
モ
ビ
リ
テ
ィ
財
団

（
エ
コ
モ
財
団
）と
の
共
催

に
よ
り
、
自
動
車
運
送
事
業

者（
ト
ラ
ッ
ク
・
バ
ス
・
タ

ク
シ
ー
）を
対
象
に「
グ
リ

ー
ン
経
営
認
証
取
得
講
習
会

（
東
京
）」を
開
催
す
る
。

時
間
は
午
後
１
時
30
分
～

３
時
30
分
、
会
場
は
Ａ
Ｐ
西

新
宿
Ａ
ル
ー
ム（
５
階
）。
定

員
は
30
人（
先
着
順
）。
参
加

費
は
無
料
。申
込
締
切
日
は
、

の
６
年
12
月
１
か
月

間
の
拘
束
時
間
が
改

善
基
準
告
示
の
原
則

２
８
４
時
間
を
超
え

て
い
る
と
回
答
し
た

事
業
者
は
19
・
２
％

と
な
っ
て
い
る（
グ

ラ
フ
③
）。

運
転
者
の
拘
束
時

間
な
ど
の
縮
減
に
向

け
た
荷
主
の
対
応
に

つ
い
て
は
、「
待
機

時
間
の
減
少
に
よ
る

拘
束
時
間
・
労
働
時

は
、
元
請
と
し
て
運
送
を
引

き
受
け
る
場
合
、
再
委
託
の

回
数
を
２
回
以
内
に
制
限
す

る
よ
う
努
力
義
務
化
）、
④

違
法
な「
白
ト
ラ
」
に
係
る

荷
主
な
ど
の
取
り
締
ま
り

（
許
可
や
届
出
な
く
有
償
で

運
送
行
為
を
行
う
ト
ラ
ッ
ク

〈
い
わ
ゆ
る「
白
ト
ラ
」〉の

利
用
を
禁
止
〈
罰
則
付
き
〉、

荷
主
な
ど
に
対
し
て
は
是
正

指
導
も
実
施
）を
柱
と
す
る
。

事
業
法
の
一
部
改
正
を
担

保
す
る
た
め
、
貨
物
自
動
車

（
７
・
６
％
）
を

加
え
た
80
・
９
％

が『
低
い
』と
し
、

前
回
調
査
よ
り

５
・
３
㌽
減
少
。

調
査
開
始
以
来
初

の
減
少
と
な
っ
た

（
グ
ラ
フ
①
）。

ま
た
、
標
準
的

運
賃
の
届
出
状
況

に
つ
い
て
は
、「
届

出
済
み
」（
68
・

４
％
）、「
令
和
２

間
の
短
縮
」（
44・３
％
）、「
運

賃
の
値
上
げ（
運
送
原
価
計

算
に
基
づ
く
根
拠
の
あ
る
値

上
げ
要
請
）（
31・４
％
）、「
配

送
効
率
の
向
上（
過
度
な
多

頻
度
小
口
輸
送
な
ど
の
見
直

し
）」（
22
・
２
％
）の
順
と

な
っ
て
い
る
。

６
年
８
月
以
降
、
運
転
者

の
処
遇
改
善
、
特
に
基

本
給
の
昇
給
な
ど
を
行

っ
た
事
業
者
は
40
・
3

％
で
前
回
調
査
か
ら

11
・
６
㌽
の
減
少
で
、

「
検
討
中
」（
22
・
７
％
）

は
11
・
０
㌽
、「
行
う

予
定
」（
18
・
８
％
）は

16
・
２
㌽
と
そ
れ
ぞ
れ

増
加
。「
臨
時
給
与
を

支
給
し
た
」
は
５
・
２

％
と
な
っ
た
。
一
方
、

「
行
わ
な
い
」（
13
・
０

％
）は
10・４
㌽
の
減
少
。

運
送
事
業
の
適
正
化
の
た
め

の
体
制
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
案（
仮
称
）を
制
定
す
る
。

基
本
方
針
で
は
、
体
制
の

整
備
に
向
け
て
、
許
可
の
更

新
事
務
お
よ
び
事
業
適
正
化

支
援
な
ど
を
適
切
・
効
率
的

に
実
施
で
き
る
よ
う
、
独
立

行
政
法
人
に
委
託
す
る
な
ど

必
要
な
体
制
を
整
備
す
べ
き

と
し
た
。
こ
れ
ら
の
業
務
の

実
施
に
必
要
な
費
用
を
確
保

で
き
る
よ
う
更
新
手
数
料
や

広
く
社
会
で
支
え
る
観
点
か

ら
財
政
措

置
を
検
討

す
べ
き
と

し
た
。

基
本
方
針
に
基
づ
き
、
必

要
な
法
制
上
の
措
置
な
ど
を

実
施
し
、
法
律
の
施
行
後
３

年
以
内
を
目
途
と
し
て
講
じ

る
。こ

の
ほ
か
、
政
府
は
物
流

に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か

つ
集
中
的
な
推
進
を
図
る
た

め
、
物
流
政
策
推
進
会
議
を

設
置
し
、推
進
会
議
の
下
に
、

連
絡
調
整
を
行
う
た
め
の
関

係
者
会
議
を
設
置
す
る
。

極めて低い
7.6%（12）

標準的運賃より高い
2.5%（4）

低い
34.4%（54）
低い
34.4%（54）少し低い

38.9%（61）
少し低い

38.9%（61）

ほぼ同額
16.6%（26）
ほぼ同額

16.6%（26）

合計回答数
58
事業者

認められた
31.0%（18）
認められた
31.0%（18）認められ

なかった
20.7%（12）

認められ
なかった

20.7%（12）

その他 10.3%（6）

現行収受運賃料金と「標準的運賃」
とのかい離状況（カッコ内回答数）

「標準的運賃」の荷主等への
交渉結果（カッコ内回答数）

継続し交渉中
37.9%（22）
継続し交渉中
37.9%（22）

グラフ①

グラフ②

合計回答数
156
事業者

いる
19.2%（30）
いる
19.2%（30）

いない
80.8%（126）

いない
80.8%（126）

1か月の拘束時間284時間を超過
している運転者の有無（カッコ内回答数）

グラフ③

合計回答数
157
事業者

二次元コード

標
準
的
運
賃
の
届
出
率
83
％

運賃動向調査東ト協連
第 42 回

粘
り
強
い
運
賃
交
渉
が
必
要

改善基準告示遵守状況

申込５月15日まで

超過運転者ありが２割に

グ
リ
ー
ン
経
営
認
証
取
得

５
月
22
日
講
習
会
開
催

関

運

局

エ
コ
モ
財
団

自民党トラック議連

事
業
法

改
正
案

５
年
更
新
制
を
柱
に
検
討
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新
年
度
に
入

っ
て
も
物
価
上

昇
が
続
い
て
い

る
。
ト
ラ
ッ
ク

運
賃
も
上
昇


向
に
あ
る
が
、
ґ
વ
、
値

上
げ
は
ࢥ
う
に

せ
な
い

状
況
ͩ
˗
全
日
本
ト
ラ
ッ

ク
協
会
の
２
０
２
４
年
問

題
対
応
状
況
調
査
結
果
に

よ
れ

、
荷
主
と
運
賃
交

渉
を
し
た
結
果
、
Կ
ら
か

の
値
上
げ
を
で
き
た
と
の

回
答
が
９
割
以
上
に
ୡ
す

る
。
も
っ
と
も
、
ر

ֹ

よ
り
低
い
と
こ
Ζ
が
７
割

以
上
を

め
、
部
分
的
な

値
上
げ
に
と
ど
ま
る
と
こ

Ζ
が
多
い
よ
う
ͩ
˗
国
土

交
通
ল
告
示
「
標
準
的
運

賃
」
と
比
ֱ
す
る
と
、
実


の
収
受
運
賃
は
そ
の
７

割
以
下
が

分
以
上
と
い

う
。
同
等
か
そ
れ
を
超
え

る
の
は
約
１
割
に
す
͗
な

い
。
告
示
の
運
賃
ਫ
準
と

は
か
い

が
あ
る
の
が
実


で
、
ま
ͩ
ී
ٴ
・
ਁ
ಁ

す
る
ま
で
に
ࢸ
っ
て
い
な

い
˗
国
交
ল
が
収
受
し
て

વ
る
べ
き
運
賃
ਫ
準
と
し

て
告
示
し
て
い
る
も
の
ͩ

け
に
、
ૣ
く
業
界
標
準
に

な
る
こ
と
が

ま
れ
る

が
、
な
ͥ
適
用
が
進
ま
な

い
の
か
。
あ
く
ま
で
目
҆

と
な
る
ਫ
準
で
、
荷
主
に

強
制
で
き
る
も
の
で
は
な

い
か
ら
ͩ
Ζ
う
˗
そ
の
適

用
は
か
な
り
の
値
上
げ
と

な
る
ͩ
け
に
、
交
渉
の
น

は
ް
く
、
事
業
者
の
取
り

組
み
ͩ
け
で
は
限
界
が
あ

る
。
ൈ
本
的
な
ਁ
ಁ
を
図

る
に
は
、
適
用
を
担
保
し

後
ԡ
し
す
る
Կ
ら
か
の
措

置
が
必
要
で
は
な
い
か
。

こもれびの足湯
ॅɹ ॴ খฏࢢதౡொ���ʢഈౡઢ�౦େࢢӺ�ెา��ʣ
ར༻ؒ࣌ ʪ�݄ʙ�݄ʫ����ʙ�� ���ɹʪ��݄ʙ�݄ʫ����ʙ�� ���
ٳ   ຖि༵ɹɹ ར ༻ ྉ ແྉ

य़
の
日
ࠩ
し
が
ஆ
か
く
、

৺

い
い
ق
અ
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。
小
ฏ
ࢢ
の
ۄ

上

ਫ

ಓ
Ԋ
い
に
あ
る「
こ
も

れ
び
の

౬
」
は
、
୭
で
も

無
料
で
利
用
で
き
る
、

Ҭ

に
開
か
れ
た
༊
し
の
ス
ϙ
ッ

ト
で
す
。
こ
こ
は

下
２
５

０
ἇ
か
ら
ټ
み
上
げ
た
Ҫ
ށ

ਫ
を
、
ۙ
く
に
あ
る
ご
み
処

ཧ
施
設
の
ഉ

を
利
用
し
て

Թ
め
て
い
る
そ
う
で
す
。
無

料
で
す
が
き
ͪ
Μ
と

ཧ
人

が
お
り
、
ਗ਼
ܿ
で
౬
Թ

も
ఔ
よ
く

ཧ
͞
れ
て

い
ま
す
。

お
౬
は
ͪ
Ỷ
う
ど
ྑ

い
Թ
か
͞
で
、

を
ਁ

す
と
全

が
じ
Μ
わ
り

と
Թ
ま
っ
て
い
き
ま

す
。
自
વ
に
ғ
ま
れ
た

੩
か
な
ۭ
間

に
、
෩
に
そ

よ
͙
༿
Ի
や
ௗ
の
͞
え
ͣ
り

が
ڹ
き
、

౬
に
ਁ
か
っ
て

リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
ͻ
と
と
き

は
、
ͪ
Ỷ
っ
と
し
た
ؾ
分
転


に
ͽ
っ
た
り
で
す
。

Ҭ

の
方
ʑ
の
交
流
の
場
と
し
て

も

し
ま
れ
て
お
り
、
初
め

て
๚
れ
る
人
に
も
ؾ
͞
く
に


し
か
け
て
く
れ
、
༏
し
い

ง
ғ
ؾ
が
ඬ
っ
て
い
ま
す
。


し
い
日
ৗ
の
中
で
、
ਂ

ݺ
ٵ
が
で
き
る
場
ॴ
。

元

か
ら
全

に
届
く
Թ
か
͞
を

ͥ
ͻ
体
ݧ
し
て
み
て
く
ͩ
͞

い
。

誰
で
も
気
軽
に
、足
元
か
ら

と
ひ
と
息
。

こもれびの足湯
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で
き
れ


い
で
す
」と
あ
り

ま
し
た
。

ม

ئ

と
は
、自
分
で
は

な
い
Կ
者
か
に
な
り
た
い
の

で
は
な
く
、実
は
自
分
ら
し
く

あ
り
た
い
と
い
う
ئ

な
の

で
し
Ỷ
う
か
。

会
場
で
は
、
ア
χ
ϝ『
ຐ
法

の
ఱ
使
ク
リ
ィ
ϛ
ー
Ϛ
ϛ
』の

フ
Ỹ
ッ
シ
ἀ
ン
ド
ー
ル「
ϒ
ラ

イ
ス
」（
ࣸ
ਅ
）が
展
示
͞

れ
て
お
り
、
約
40
年

の
時
を
ӽ
え
、
ま

た
出
会
え
て
、
ײ

֒
ਂ
か
っ
た
で
す
。

会
場
に
は
Ո


連
れ
も
い
て
、
お


͞
Μ
が
ঁ
の
ࢠ

に「
Ϛ
Ϛ
、
こ
の
コ

ン
ύ
ク
ト
持
っ
て
い
た

よ
ʂ
」と
、興
ฃ
ؾ
ຯ
に

し

て
い
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
、人
ܗ
࡞
Ո
の
٢

ా
ྑ
͞
Μ
が
制
࡞
し
た
ຐ
法

少
ঁ
࡞

も
展
示
͞
れ
て
お

り
、人
ܗ
の
流
し
目
の
ո
し
͞

に
κ
ク
っ
と
し
ま
し
た
。

こ
の
展
示
会
は
６
月
29
日

ま
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

「

魔
法少女」と再

会

ࠓ
回
は「
ԣ

人
ܗ
の
Ո
」

に
行
き
ま
し
た
。
ࢁ
下
ެ
Ԃ

そ

の
人
ܗ
ത
物
ؗ
で
、

ੈ
界
֤
国
の
人
ܗ
が

１
ສ
点
以
上
収
ଂ

͞
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
日
は「
ຐ

法
少
ঁ
の
ي

」

と
題
し
て
、
日
本

の
ア
χ
ϝ
で
一
大

ジ
Ỿ
ン
ル
を
確
立
し

た
ἔ
ຐ
法
少
ঁ
ἕを
テ
ー

Ϛ
に
、
ア
χ
ϝ『
ຐ
法
使
い
α

リ
ー
』
か
ら
始
ま
り
、
約

60
年
に
わ
た
る
ྺ
࢙
が

お
も
ͪ
Ỵ
や
人
ܗ
な
ど

と
と
も
に
展
示
͞
れ
て

い
ま
し
た
。

ࢲ
も
小
ֶ
ੜ
の
時
に

ຐ
法
少
ঁ
ア
χ
ϝ
を
見

て
い
ま
し
た
。
当
時
、உ
ࢠ
同

࢜
の
会

で
は
Կ
と
な
く


横

浜の
人形博物館で

題
に
し
て
は
い
け
な
い
ง
ғ
ؾ

が
あ
り
ま
し
た
が
、
実
は
உ
ࢠ

で
も
見
て
い
た
人
は
い
た
の

で
、ջ
か
し
か
っ
た
で
す
。

展
示
会
の

म
を
務
め
た
ԣ


国
立
大
ֶ
ڭ
त
の
ਢ

ѥ
ل

ࢠ
ڭ
त
の
ղ
説
に
は
、「ἔ
ຐ
法

少
ঁ
ἕやἔ
Ψ
ー
ル
ώ
ー
ロ
ー
ἕ

の
ア
χ
ϝ
ー
シ
ἀ
ン
や
特
ࡱ
ド

ラ
Ϛ
の
分

は
、
こ
れ
ま
で
֤

時

の
人
ʑ
を
༐
ؾ
づ
け
、
時

に
ࠔ

な
状
況
に
直
໘
し
な
が

ら
も
、ἔ
自
分
ら
し
く
あ
る
ἕ

こ
と
を

ٴ
し
続
け
、
主
人
ެ

は
そ
の
࢟
を
、
主
に
テ
Ϩ
ビ
を

通
じ
て
発
信
し
て
き
ま
し
た
。

本
展
で
は
、ἔ
ຐ
法
ἕや
ἔ
ม


ἕを
通
じ
た
、֤
時

の
ἔ
自

分
ら
し
͞
ἕἔ
そ
の
人
ら
し
͞
ἕ

に
つ
い
て
共
に
ߟ
え
る
こ
と
が

は
41
Ո
の
大
໊
た
ͪ
が
日
ޫ
֗
ಓ
、

37
Ո
が
Ԟ
भ
֗
ಓ
を
ԟ
෮
。
そ
の
ほ

か
の
֗
ಓ
で
は
、
東
ւ
ಓ
は
１
４
６

Ո
、中
ࢁ
ಓ
は
30
Ո
ߕ、
भ
֗
ಓ
は
３

Ո
の
大
໊
た
ͪ
が
行
き
来
し
て
い
た
。

ઍ
ॅ
は
日
ޫ
・
Ԟ
भ
֗
ಓ
と
ޚ
ࡾ

Ո
の
一つ
、ਫ
ށ
ൡ
に
ࢸ
る
ਫ
ށ
֗
ಓ

の
分
ذ
点
に
当
た
り
、
ߐ
ށ

の
入

り
口
と
な
る
ઍ
ॅ
大
ڮ
は
、「
ڮ
上
の

人
അ
は
絡ら

く
え
き៷
と
し
て
間
அ
な
し
」と
、

人
അ
の
流
れ
が
途
切
れ
な
い
ほ
ど
、宿

場
と
し
て
大
い
に
ӫ
え
て
い
た
よ
う

ͩ
。
ま
た
同
時
に
、
ઍ
ॅ
宿
は

方

か
ら
の

Ӵ
拠
点
で
も
あ
り
、ນ
府
は

「
ઍ
ॅ
ۈ
൪
」
を
設
け
る
ほ
ど
ॏ
ࢹ

し
て
い
た
、
ྺ
࢙
的
に
由
ॹ
あ
る


で
、見
ॴ
は
そ
Ζ
っ
て
い
る
。

「
֗
の
Ӻ
」で
手
に
入
れ
た「
大
ઍ

ॅ
Ϛ
ッ
ϓ
」に
は
、
ઍ
ॅ
を
ָ
し
Ή
３

ス
テ
ッ
ϓ
が
記
͞
れ
て
い
た
が
、
ࠓ
回

は
ど
れ
も
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
の

機
会
を
࡞
ら
な
け
れ

と
ܾ
め
た
。

く
り
と
ோ
め
、「
֗
の
Ӻ
」で
も
ら
っ
た

「

立
۠
大
ઍ
ॅ
Ϛ
ッ
ϓ
」
を
ย
手

に
、ઍ
ॅ
८
り

と
方
向
転

し
た
。

宿
場
通
り
は
、

ઍ
ॅ
で
の
イ
ϕ

ン
ト
時
に
使
わ
れ
る
「

の
広
場
」

の
ル
ー
ト
で
、ἔ
勝
手

っ
た
る
土
手

ീ
ஸ
ἕ
ؾ
分
で
、
ま
ͣ
は
໊
物
か
ら

と
「
か
ど
や
の
૦
か
け
ͩ
Μ
ご
」で
ઉ

ޑ
。
ళ
໊
は
、
ਫ
ށ
ԫ
（
ਫ
ށ
ޫ

ᅮ
）が
Ո
来
に
૦
を
立
て
か
け
͞
せ
て

ٳ
ଉ
し
た
ࣉ、
の
দ
に
ͪ
な
Μ
で
い
る

と
い
う
。

目
的
の

口
行
౮
は
、
宿
場
通
り

な
ど
の
ళ
ฮ
に
০
ら
れ
て
い
た
。
す

Μ
な
り
と
分
か
る
も
の
も
あ
る
が
、

จ
ࣈ
が
ಡ
め
な
い
と
ֆ
ฑ
か
ら

૾

し
て
、
推
ཧ
し
な
い
と
ղ
け
な
い
。
こ

の
よ
う
な
時
に
ಡ
め
た
ら
と
、
Χ
ル

ν
Ỿ
ー
η
ン
タ
ー
な
ど
で
開
か
れ
て
い

る
ݹ
จ
ॻ
入

や
、
く
ͣ
し
ࣈ
講
࠲

が
人
ؾ
な
の
も
ೲ
得
で
き
る
ؾ
が
し

た
。
ಡ
め
た
と
し
て
も
య
拠
が
分
か

ら
な
い
も
の
も
あ
り
、
当
時

の
流
行
り
は
ど
う
ͩ
っ
た
の

か
と

૾
す
る
。有
໊
な「
ྡ

の
ۭ
き

に
ғ
い
が
で
き
た

Ͷ
」「
ϔ
～
い（
ญ
）」の
よ
う

な
μ
ジ
Ỿ
Ϩ
が

口
の
一
छ

で
、
こ
れ
を
こ
と
わ
͟
や
ࣳ

ډ
の

ࢺ
、
֨
ݴ
な
ど
を
య

拠
に
し
て
࡞
り
、
そ
の
ݴ
༿

に

ܤ
な
ֆ
を
ඳ
い
て
、
֯
ܕ
の
行

౮
に

上
げ
た
の
が

口
行
౮
ͩ
。


口
行
౮
を
い
く
つ
か

հ
す
る

と
、「
َ
に
ย
（
َ
に
金

）」（
ࣸ

ਅ
①
）、「
֯
あ
れ

า
あ
り（
ָ
あ

れ

ۤ
あ
り
）」（
ࣸ
ਅ
②
）、「
か
っ
た

ד
の
ॹ
を
し
め
る（
勝
っ
て
ד
の
ॹ
を

し
め
る
）」や
、「
ۄ
あ
げ
が
Μ
ほ
ど
き

（
ੜ
༲
げ
が
Μ
も
ど
き
）」
な
ど
は
Կ

と
な
く
分
か
っ
た
が
、「
く
わ
い
と
し

ら
ͣ
に
े
た
べ
た
」「
お
ࡿ
を
か
つ
い
で

ͪ
ど
り
あ
し
」（
ࣸ
ਅ
③
）な
ど
に
な

る
と
つ
い
て
い
け
な
い
。
そ
れ
で
も
元

۟
の「

を
か
つ
い
で
ͪ
ど
り
あ
し
」

か
ら

は
ञ
の
ผ
໊
で
、
そ
れ
を
ࡿ

に
ᔬ
མ
て
、
ಙ
利
を
担
い
で
い
い
ؾ
持

ͪ
で
ઍ
ௗ

に
な
っ
て
い
る
様
ࢠ
が


૾
で
き
る
。

口
行
౮
の
ἔ
ಾ
ղ

き
ἕの
答
え
を

る
に
は
、

立
۠
ڷ

土
ത
物
ؗ
発
行
の
図

『

口
行
౮

の
ੈ
界
』が
あ
る
。


口
行
౮
は
、
宿
場
通
り
に
あ
る

ઍ
ॅ
ֆ
അ

・
٢
ా

が

࡞
し
て

い
る
。
同
ళ
は
ߐ
ށ
時

中
期
か
ら

ֆ
അ
を
は
じ
め
、
口
行
౮
、ଡ଼
な
ど

を
ඳ
い
て
き
た
きࡍ

わ
も
の物
問

で
、
８


目
の
当

は
、

立
۠
ొ

無

ܗ
民

จ
化
財
保
持
者
で
あ
る

と
、
ళ
前
に
あ
る

立
۠
ڭ
ҭ

委
員
会
の
説
明
൘
に
あ
っ
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
口
行
౮
は
か

つ
て
初
午
の
ࡇ
ྱ
に
ไ
ೲ
͞
れ

て
い
た
が
、現
ࡏ
は
9
月
に
ઍ
ॅ

の
֤
ٶ
で
開
催
͞
れ
る
ࡇ
ྱ
で

০
ら
れ
る
と
い
う
。


口
行
౮
に
か
か
わ
り
す
͗

た
が
、
開
宿
４
０
０
年
を
ܴ
え

た
ઍ
ॅ
宿
は

Ӭ
２（
１
６
２

５
）年
に
設
け
ら
れ
、จ
政
期
に

「
ઍ
ॅ
宿
が
開
宿

͞
れ
て
４
０
０
年
、

֗
お
こ
し
イ
ϕ
ン
ト

が
あ
る
」
と
い
う
一
行

（
அ
ย
）

報
に


っ
て
し
ま
い
、ૣ
と
ͪ

り
の
ࣦ
ഊ
ஊ
を
つ
く

っ
て
し
ま
っ
た
。

ま
ͣ
は
؆
୯
に
そ

の
హ

を
。
ઍ
ॅ
宿
が
開

宿
͞
れ
て
４
０
０
年
、
ス
タ

ン
ϓ
ラ
リ
ー
の
よ
う
な
֗
お

こ
し
イ
ϕ
ン
ト
を
や
っ
て
い
る

と
い
う

を
ฉ
い
た
。
よ
く

あ
る

な
の
ͩ
が
、
ܾ
め
手
は「
じ

口く
ͪ

行あ
Μ
ど
Μ౮
」。
こ
れ
に
৯
い
つ
い
た
。
宿
場

開
宿
４
０
０
年
バ
ー
ジ
ἀ
ン
で
も
で
き

た
の
か
と
い
う
勝
手
な
ࢥ
い
込
み
も

あ
り
、
内
༰
も
イ
ϕ
ン
ト
も
確
認
せ

ͣ
、
ઍ
ॅ
に
出
か
け
て
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
イ
ϕ
ン
ト

報
を
得
よ
う

と
、

ઍ
ॅ
Ӻ
西
口
か
ら
宿
場
通
り

（
چ
日
ޫ
֗
ಓ
）の「
֗
の
Ӻ
」
。

と
こ
Ζ
が
応
対
し
て
く
れ
た
人
は
、

「
そ
う
し
た

は
ま
ͩ
۠
か
ら
ฉ
い

て
い
な
い
」「
۩
体
的
な

は
き
て
い

な
い
」と
ݴ
う
し
、通
り
を
見
回
し
て

も
開
宿
ࡇ
り
の
ム
ー
ド
は
ײ
じ
ら
れ

な
い
。
ࢥ
い
込
み
が
ট
い
た
、
ૣ
と
ͪ

り
そ
の
も
の
。
そ
れ
で
は
、と
ؾ
を
ม

え
て
、通
り
に
あ
る

口
行
౮
を
ゆ
っ

ઍ ʮॅ֗ͷӺʯ

ઍॅֆഅɾ٢ా

ᶃ

ᶄᶅ

千
住
宿
開
宿
４
０
０
年

あわてる……転んでも……

試された洒落とセンス
大いに楽しみました


